
事 務 連 絡

令和７年８月４日

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課 

専 修 学 校 を 置 く 国 立 大 学 法 人 担 当 課 御中 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局

生涯学習推進課専修学校教育振興室

職業実践専門課程として認定する専修学校の専門課程の推薦等の

手続について（依頼）

令和７年度における標記に関する都道府県知事等からの推薦、名称等変更、廃止、要件不適合、

コースの設置等に係る届出については、別添１「専修学校の専門課程における職業実践専門課程

の認定に関する規程」、別添２「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する

規程』に関する実施要項」、別添３「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関

する規程』に関する記入要項」及び別添４「『職業実践専門課程』に関する主な質問に対する基

本的考え方」に従い、別添５「職業実践専門課程申請校一覧（都道府県等提出用）」とともに期

日までに下記担当あてに御提出いただくようお願いいたします。該当がない場合にも、お手数で

すが、その旨メールにて御連絡ください。

なお、様式は無償化の機関要件の申請様式とは異なりますので、記載にあたっては御留意くだ

さい。各学校からの推薦時における認定要件等に係る質問や不明点等の問合せについては、文部

科学省において直接対応いたしますので、都道府県等においてお取り次ぎいただく必要はござい

ません。

併せて、職業実践専門課程として既に認定された専修学校の専門課程が、認定後も引き続き認

定要件を満たしているかの確認（フォローアップ）については、今年度においては、実施に向け

た検討のため、実施しないことといたしますので、御留意ください。

また、全ての既認定課程について最新の様式を用いて情報の公表を行うよう、改めて周知願い

ます。

＜添付書類＞

【参考１】令和７年度の推薦等に係る主な変更点について

【別添１】専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程

【別添２】「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する実施

要項

【別添３】「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する記入

要項



【別添４】「職業実践専門課程」に関する主な質問に対する基本的考え方 
【別添５】職業実践専門課程申請校一覧（都道府県等提出用） 
 
※ 以上の資料については、文部科学省 HP にも順次掲載いたします。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1339274.htm 
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生涯学習推進課専修学校教育振興室 
専修学校第一係  竹中、伊藤 
TEL：０３－６７３４－２９１５ 
E-mail：syosensy@mext.go.jp 
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参考１ 

≪令和７年度の推薦等に係る主な留意点等について≫ 

 

令和７年度における職業実践専門課程の推薦等に係る主な変更点や留意点は以下のとおりです

ので、各手続きにおいて御留意ください。 

 

●令和７年度における職業実践専門課程の推薦等に係る変更はありませんが、下記の対応につい

ては引き続きご注意いただくようお願いいたします。 

 

 

１．フォローアップについて 

実施要項５（８）に基づく、職業実践専門課程として既に認定された専修学校の専門課程が、

認定後も引き続き認定要件を満たしているかの確認（フォローアップ）については、実施に向け

た検討のため、令和７年度は実施しないこととします。 

 

２．既認定学科の分野を変更した場合の対応（※令和６年度変更分再掲） 

既に職業実践専門課程に認定されている学科の分野を別の分野へと変更する場合は、原則とし

て認定は引き継がれるものとして扱い、再度の申請は不要です。ただし、「課程名」の変更（課程

の分野の変更）が生じるため、名称変更の手続きを行う必要がありますので、別紙様式５による

手続きをお願いします。 

 特に、修学支援新制度における理工農系の支援の観点から、既に職業実践専門課程に認定され

ている学科を工業分野・農業分野に分野変更した場合においても、この手続きが必要になります

ので、十分ご注意ください。 

 

３．職業実践専門課程の実態調査への協力依頼（※令和６年度より引き続きのお願い） 

職業実践専門課程の認定に向けて申請いただく様式のうち、別紙様式１－１の記載内容につい

て、今後の職業実践専門課程の認定要件の検討等のため、文部科学省において個別の学校が特定

できない形にて統計的に収集・分析いたします。 

ついては、別紙様式１を含むエクセルファイルについて、各学校において都道府県への申請時

に、別途以下のフォルダへのデータのアップロードへのご協力をお願いします（本件については、

令和７年 12月 12日（金）まで提出を受け付けます）。 

 

https://mext.ent.box.com/f/4471765985dd44d7a4d17de097a74121 

 

収集・分析に当たっては、業務委託先である一般社団法人専門職高等教育質保証機構及び株式

会社三菱総合研究所に情報を提供しますので予めご了承ください。なお、両団体に提供した情報

は、収集・分析のみに使用し、今年度末時点で判読不能な形式で廃棄いたします。 

 



一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
三
号

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課
程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課
程
の
認
定
に
関
す
る
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校

の
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
（
以
下
「
専
修
学
校
専
門
課
程
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

職
業
に
必
要
な
実
践
的
か
つ
専
門
的
な
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
専
攻
分
野
に
お
け
る
実
務
に
関
す
る

知
識
、
技
術
及
び
技
能
に
つ
い
て
組
織
的
な
教
育
を
行
う
も
の
（
以
下
「
職
業
実
践
専
門
課
程
」
と
い
う
。
）
を
文

部
科
学
大
臣
が
認
定
し
て
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
り
、
専
修
学
校
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
認
定
）

第
二
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
専
修
学
校
専
門
課
程
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
、
職
業
実
践
専
門
課
程
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
修
了
者
に
対
す
る
専
門
士
及
び
高
度
専
門
士
の
称
号
の
付
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成

【 別 添 １】



二
頁

六
年
文
部
省
告
示
第
八
十
四
号
）
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
専
修
学
校
専
門
課
程
の
修
了
者
が

専
門
士
又
は
高
度
専
門
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
専
修
学
校
専
門
課
程
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
課
程

で
あ
る
こ
と
。

二

専
攻
分
野
に
関
す
る
企
業
、
団
体
等
（
以
下
「
企
業
等
」
と
い
う
。
）
と
の
連
携
体
制
を
確
保
し
て
、
授
業
科

目
の
開
設
そ
の
他
の
教
育
課
程
の
編
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

三

企
業
等
と
連
携
し
て
、
実
習
、
実
技
、
実
験
又
は
演
習
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

四

企
業
等
と
連
携
し
て
、
教
員
に
対
し
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
実
務
に
関
す
る
研
修
を
組
織
的
に
行
っ
て
い
る
こ

と
。

五

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
六
十
七
条
に
定
め
る
評
価
を
行
い
、
そ

の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

六

前
号
の
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
専
修
学
校
の
関
係
者
と
し
て
企
業
等
の
役
員
又
は
職
員
を
参
画
さ

せ
て
い
る
こ
と
。

七

企
業
等
と
の
連
携
及
び
協
力
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
企
業
等
に
対
し
、
当
該
専
修
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他

の
学
校
運
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

２

専
修
学
校
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
課
程
に
関
す
る
情
報
の
活
用
の
促
進
に
資
す
る
よ
う
、
当
該
認

定
さ
れ
た
課
程
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三
頁

（
認
定
の
取
消
し
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
職
業
実
践
専
門
課
程
と
し
て
認
定
を
し
た
課
程
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
又
は
前
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

（
公
示
）

第
四
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
し
た
課
程
の
名
称

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門

課
程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法



四
頁

律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
に

つ
い
て
の
改
正
後
の
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課
程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
第
三
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課
程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
四

年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
前
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。



 

「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する実施要項 

 

平成 25年 8月 30日  

文 部 科 学 省 

生 涯 学 習 政 策 局 

令和 元年 8 月９日 

総 合 教 育 政 策 局 

   （最終改正 令和４年８月８日） 

 

１ 趣旨 

「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程（平成２５年文部科学

省告示第１３３号）」に基づく職業実践専門課程の認定に関しては、本実施要項の定めるところ

によるものとします。 

 

２ 目的 

専修学校の専門課程（以下「専修学校専門課程」という。）であって、職業に必要な実践的か

つ専門的な能力を育成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技

能について組織的な教育を行うもの（以下「職業実践専門課程」という。）を文部科学大臣が認

定して奨励することにより、専修学校専門課程における職業教育の水準の維持向上を図ること

を目的とします。 

 

３ 職業実践専門課程の要件 

職業実践専門課程として文部科学大臣が認定するための要件は次のとおりとします。 

（１） 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程

（平成六年文部省告示第八十四号）第二条又は第三条の規定により、当該専修学校専門課程

の修了者が専門士又は高度専門士と称することができる専修学校専門課程として文部科学

大臣が認めた課程であること。 

（２） 専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授

業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。 

（趣旨） 

本要件は、専攻分野に関し、生徒の就業先の業界における人材の専門性に関する動向、

国又は地域の産業振興の方向性、新産業の成長に伴い新たに必要となる実務に関する知

識・技術・技能などを十分に把握・分析した上で、当該専修学校専門課程の教育を施すに

ふさわしい教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。以

下同じ。）を行うなど、企業等の要請等を十分にいかしつつ実践的かつ専門的な職業教育

を主体的に実施していることを求めるものです。 

なお、本告示における「企業等」とは、専攻分野に関して、実務に関する知識・技術・

技能などについて知見のある企業、関係施設、業界団体(業界別団体、全国又は地域の経

【別添２】 



済団体等)、教員の専門性の維持・向上を目的とした研修等を行う職能団体（資格者団体、

養成施設協会等）、関連学会や学術機関、国又は地域の地方公共団体等の関係部局等を指

します。 

（内容） 

具体的には、以下の全ての要件を満たしていること。 

① 企業等との連携体制を確保して、当該専修学校専門課程の教育課程の編成を行うた

め、当該専修学校専門課程の教職員及び企業等の役員又は職員その他必要な委員により

組織される委員会や会議（以下「教育課程編成委員会等」という。）を設置しているこ

と。 

② 教育課程編成委員会等を少なくとも年２回以上開催していること。 

③ 教育課程編成委員会等の意見を活用して、教育課程の編成を行っていること。 

（３） 企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業（以下「実習・演習等」という。）

を行っていること。 

（趣旨） 

本要件は、企業等の要請等を十分にいかしつつ当該専修学校専門課程の専攻分野に関す

る職業に必要となる実践的かつ専門的な能力を育成するため、企業等と連携して、実習、

実技、実験又は演習の授業を行っていることを求めるものです。 

（内容） 

具体的には、以下の全ての要件を満たしていること。 

① 企業等と協定書等（覚書や契約書等を含む。以下同じ。）や講師契約等を締結して実

習・演習等を行っていること。 

② 実習・演習等の実施に加え、授業内容や方法及び生徒の学修成果の評価について企業

等と連携していること。 

③ 学修成果の評価や単位認定にあたり、生徒が修得した技能を含む実践的かつ専門的な

能力について評価を行っていること。 

（４） 企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行って

いること。 

（趣旨） 

本要件は、専攻分野における実務を当該専修学校専門課程の教育内容や方法に反映した

教育活動を実践するため、企業等と連携して、専攻分野における実務に関する知識、技術

及び技能並びに、授業及び生徒に対する指導力等の修得・向上を目的とする組織的な研修

を行うことを求めるものです。 

（内容） 

具体的には、教員の業務経歴や能力、担当する授業科目や授業以外の担当する業務等に

応じて、以下の両方の要件を満たしていること。 

① 企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する知識、技術、技能を

修得・向上するための組織的に位置づけられた研修・研究の機会を確保し、計画的に受

講等させていること。 

② 企業等と連携して、教員に対し、授業及び生徒に対する指導力等を修得・向上するた



めの組織的に位置づけられた研修・研究の機会を確保し、計画的に受講等させているこ

と。 

（５） 学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価（以下「学

校関係者評価」という。）を行い、その結果を公表していること。 

（６） 前号の評価を行うに当たっては、当該専修学校専門課程の関係者として企業等の役員又は

職員を参画させていること。 

（趣旨） 

本要件は、「専修学校における学校評価ガイドライン（平成２５年３月文部科学省策定）」

を踏まえ、学校の教育活動その他の学校運営の状況について学校自らが評価を行う「自己

評価」はもとより、企業等の役員又は職員が学校関係者として評価に参画し、自己評価の

結果を評価することを基本として行う「学校関係者評価」の実施及び公表を行うとともに、

その評価結果を踏まえた教育活動その他の学校運営の改善に取り組んでいることを求め

るものです。 

（内容） 

具体的には、以下の全ての要件を満たしていること。 

① 学校関係者評価を行うため、企業等の役員又は職員その他必要な委員（保護者、卒業

生等）により組織される委員会（以下「学校関係者評価委員会」という。）を設置して

いること。 

② 「専修学校における学校評価ガイドライン（平成２５年３月文部科学省策定）」で掲

げられた項目（教育理念・目的・人材育成像、学校運営、教育活動、学修成果、学生支

援、教育環境、学生の受入れ募集、財務、法令等の遵守等）について評価を行っている

こと。 

③ 学校関係者評価の評価結果について、ホームページ、刊行物等への掲載などの方法に

より広く社会に公表していること。 

（７） 企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動

その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。 

（趣旨） 

本要件は、企業等の関係者が当該専修学校専門課程全般について理解を深めるととも

に、当該企業等の関係者との連携及び協力の推進に資するため、当該専修学校専門課程

の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供し、説明する等の取組を行って

いることを求めるものです。 

（内容） 

具体的には、以下の全ての要件を満たしていること。 

① 「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン（平成２５年３月文

部科学省策定）」で掲げられた項目（学校の概要、目標及び計画、各学科等の教育、教

職員、キャリア教育・実践的職業教育、様々な教育活動・教育環境、学生の生活支

援、学生納付金・修学支援、学校の財務、学校評価等）について情報提供を行ってい

ること。 

② ホームページ、学校要覧、パンフレット等の作成・配布、説明会等における説明、



広報誌等の刊行物への掲載などを通じて恒常的に情報提供を行っていること。 

 

４ 認定課程に関する情報の提供 

   職業実践専門課程に認定された課程に関する情報は、その活用の促進に資するよう、インター

ネットの利用その他の適切な方法により公表することとされています。 

 

５ 手続 

（１） 文部科学大臣は、私立の専修学校にあっては都道府県知事、公立の専修学校にあっては都

道府県教育委員会、国立大学法人の置く専修学校にあっては国立大学法人学長（以下「都道

府県知事等」という。）の推薦に基づき、上記３の要件を満たすと認めた専修学校専門課程

（以下「認定課程」という。）を公示します。 

（２） 都道府県知事等は、上記３の要件を満たす専修学校専門課程を別紙様式１から別紙様式４

により文部科学大臣宛推薦願います。 

（３） 認定課程の公示は、毎年度、原則として２月に行うものとし、都道府県知事等は、毎年度、

１０月３１日までに文部科学大臣宛推薦願います。 

（４） 都道府県知事等は、認定された専修学校専門課程について、名称等に変更があったときは、

別紙様式５により、１０月３１日（原則として変更のあった日以後で最も近い１０月３１日）

までに文部科学大臣宛届出願います。 

（５） 都道府県知事等は、認定された専修学校専門課程が廃止されたとき又は上記３の要件に適

合しなくなったときは、別紙様式６又は別紙様式７により遅滞なく文部科学大臣宛届出願

います。 

（６） 文部科学大臣は、認定した専修学校専門課程について、名称等に変更があったとき、又は

当該専修学校専門課程が廃止され若しくは上記３の要件に適合しなくなったと認めて当該

認定を取り消したときは、その旨を公示します。 

（７） 都道府県知事等は、認定された専修学校専門課程の課程内に新たにコース等を設置・統合・

分離したときは、別紙様式８により、１０月３１日（原則として変更のあった日以後で最も

近い１０月３１日）までに文部科学大臣宛届出願います。 

（８） 都道府県知事等は、認定された専修学校専門課程が引き続き上記３の要件に適合している

ことについて、認定された専修学校専門課程が認定後３年を経過する毎に、別紙様式４によ

り１０月３１日までに文部科学大臣宛届出願います。 

（９） 総合教育政策局長は、職業実践専門課程として認定された専修学校専門課程について、認

定されたことを証明する書面を発行することとします。 

 

別紙様式１－１ 職業実践専門課程として認定する専修学校の専門課程の推薦について 

別紙様式１－２ 授業科目等の概要 

別紙様式２－１ 実習・演習等において連携する企業等一覧 

別紙様式２－２ 企業等と連携した実習・演習等 

別紙様式３－１ 教育課程編成委員会等の企業等委員の選任理由 

別紙様式３－２ 学校関係者評価委員会の企業等委員の選任理由 



別紙様式４   職業実践専門課程の基本情報について 

別紙様式５   職業実践専門課程として認定された専修学校の専門課程の名称等変更

について 

別紙様式６   職業実践専門課程として認定された専修学校の専門課程の廃止について 

別紙様式７   職業実践専門課程として認定された専修学校の専門課程の要件の不適合について 

別紙様式８   職業実践専門課程として認定された専修学校の専門課程におけるコースの設置等について 

 

６ 適用時期等 

（１） 専修学校専門課程は、初めて当該課程の修了者が出た年度の次年度より、推薦の対象とな

ります。 

（２） 文部科学大臣が上記３の要件を満たす専修学校専門課程として認定された日の次年度の

始期以後、当該専修学校専門課程について、職業実践専門課程と称することができること

とします。 

（３） 卒業証書等の表記において、例えば、以下のように記載することができることとします。 

（例） 職業実践専門課程（令和○年○月○日公示） 工業専門課程○○学科 

また、専門士、高度専門士を称する場合は、（ ）書きで修了した分野の専門課程名を付

記することとします。 

（例） 職業実践専門課程（令和○年文部科学大臣認定） 専門士（工業専門課程）○○学

科 

（４） 職業実践専門課程として認定された専修学校専門課程は、原則として学校のホームページ

に別紙様式４を掲載し、情報提供するものとします。学校のホームページでは、トップペー

ジから別紙様式４が容易に確認できるようにするとともに、印刷可能な方法により掲載し

てください。ただし、ホームページがない等特別な事情がある場合には、企業等、卒業生、

保護者、地域住民等に対し、広報誌等の刊行物等により、別紙様式４の情報について広く情

報提供を行うものとします。 

 

７ その他 

文部科学大臣は、推薦された専修学校専門課程について、職業実践専門課程の認定に係る書類

等において偽りその他不正な行為があったものであって、認定を取り消した日の翌年度から起

算して３年間を経過していないものである場合には、職業実践専門課程として認定しないもの

とします。 

 

８ 附則（平成２６年６月１２日） 

この実施要項は、平成２６年６月１２日から施行します。 

 

附則（平成２６年８月２０日） 

この実施要項は、平成２６年８月２０日から施行します。 

 

附則（平成２７年７月７日） 



この実施要項は、平成２７年７月７日から施行します。 

 

  附則（平成２８年７月１４日） 

   この実施要項は、平成２８年７月１４日から施行します。 

 

附則（平成２９年８月７日） 

   この実施要項は、平成２９年８月７日から施行します。 

 

附則（平成３０年４月１０日） 

   この実施要項は、平成３０年４月１０日から施行します。 

 

附則（平成３０年８月９日） 

   この実施要項は、平成３０年８月９日から施行します。 

 

附則（令和元年８月９日） 

   この実施要項は、令和元年８月９日から施行します。 

 

附則（令和２年３月６日） 

   この実施要項は、令和２年３月２４日から施行します。 

 

附則（令和２年８月１８日） 

   この実施要項は、令和２年８月１８日から施行します。 

 

附則（令和４年８月８日） 

 この実施要項は、令和４年８月８日から施行します。 

なお、この改正前の実施要項に基づき認定を受けている専修学校専門課程は、改正後の３（１）

の適用については、令和８年３月３１日までの間は、改正前の実施要項によるものとします。 

 



令和７年８月現在 

「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する記入要項  
 

「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する実施要項」

に基づき、推薦に必要な別紙様式１－１から４に関する記入方法等については、

本記入要項によるものとします。 

 なお、別紙様式の記入にあたっては、特段の注意書きが無い場合には、推薦を

行う年度（推薦年度）の前年度から推薦時点までの実績について記入してくださ

い。 

※点線枠は変更箇所 
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【別紙様式０について】 

 

1. 「学校コード」覧について。 

 

○ 各学校に固有の１３桁のコードを文部科学省において定めたものとなりま

す。既に学校コードが登録されている場合は、学校名を記入することで自動的

に転記されます。 

  学校コードに登録されている学校名は、令和７年５月１日現在の情報に基づ

いていますが、自動転記がなされない場合は、学校名に基づく学校コードを「学

校コード」シートから確認いただき、直接記入をお願いします。 

（参考）学校コードについて 

  https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html 

 

2. 「学校番号」覧について。 

 

○ 今回の申請する学校ごとの学科数に応じて便宜上の通し番号を１から順に付

してください。その際、対象が１学科のみ場合は「１」を記入してください。申

請内容の管理等に用いますので、御協力をお願いします。 

（例）○○専門学校Ａ学科 → 学科番号「１」 

   ○○専門学校Ｂ学科 → 学科番号「２」 

   ○○専門学校Ｃ学科 → 学科番号「３」 

 

【別紙様式１－１について】 

3. 「学校名」、「分野」、「認定課程名」、「認定学科名」の欄について。 

 

○ 原則として、これらについては、学則に記載されている名称で認定します。

認可若しくは受理された最新の学則に記載されている学校名・課程名・学科名

を、正確に記入してください。省略はせず、そのまま記入してください。 

 

○ 「分野」欄には、「工業」「農業」「医療」「衛生」「教育・社会福祉」「商

業実務」「服飾・家政」「文化・教養」の区分を選択してください。 

 

○ なお、推薦時点までに推薦を行う学科に関する学則変更を都道府県知事等

が認可若しくは受理していない場合は、推薦の対象となりません。 

 

○ 特に、以下の点には十分ご留意ください。 

  ・「○○科」なのか「○○学科」なのか 

    （⇒「学」があるかないか） 

  ・「文化・教養専門課程」なのか「文化教養専門課程」なのか 

    （⇒「・」があるかないか） 

  ・全角半角の違い、スペースの有無。 
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4. 「学科の目的」の欄について。 

 

○ 推薦される学科（以下「推薦学科」という。）が、職業に必要な実践的かつ

専門的な能力を育成することを目的としていることが分かるように、学科の

目的を具体的に記入してください。 

 

5.  複数の課程・学科を推薦する場合について。 

 

○ それぞれの学科毎に別紙様式１－１から別紙様式４及び添付資料を提出し

てください。 

 

○ なお、様式において記述する内容が同じになる欄がある場合であっても、当

該欄にはそれぞれの学科毎に同一内容を記入してください（「○○学科と同

様。」など内容を省略しないでください）。 

 

○ １つの学科に複数のコース等を置いている場合、コース毎にそれぞれ別紙

様式１－１から別紙様式４を作成してください。「学科」単位で認定するた

め、１つでも認定要件を満たさないコース等がある場合には、学科全体として

認定されません。 

別紙様式の記入にあたっては、「○○学科（△△コース）」のように記入し

てください。「生徒総定員」「生徒実員」「留学生数」「就職率」等について

は、コース毎の人数等を記入してください。コース毎に「生徒定員」を設定し

ていない場合には、「○人の内数」と記入してください。（○人は、学科の「生

徒総定員数」です。） 

なお、別途提出資料については、同一資料を複数提出する必要はありません

ので、どの資料がどの様式に対応した別途提出資料なのかわかるようにして提

出してください。 

 

6. 「専門士認定年度」「高度専門士認定年度」の欄について。 

 

○ 課程の修了者が専門士又は高度専門士と称することができる課程として認

定されている場合には、認定を受けた年度を選択してください。 

 

○ 認定されていない場合には、「－」を記入してください。 

 

7. 「職業実践専門課程認定年度」の欄について。 

 

○ 推薦時（申請時）は、「－」を記入してください。 

 

○ 認定された学科において、情報公開の用途として本様式を用いる場合は、

認定を受けた年度を選択してください。 
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8. 「学科の特徴」の欄について。 

 

○ 推薦する学科で実施している教育内容の特徴や、当該学科で取得すること

ができる資格等について、詳細に記載してください。 

 

 

9. 「全課程の修了に必要な総授業時数又は総単位数」の欄について。 

 

○ 「全課程の修了に必要な総授業時数又は総単位数」とは、学科に在籍する生

徒が学ぶべき授業科目として編成されている時間数又は単位数、つまりその

学科に在籍する全ての生徒が履修することを義務づけられている「卒業する

のに必要な時間数又は単位数」を指します。基本的には、個々の学科ごとに編

成された授業科目表に記載されている「合計時間数」又は「合計単位数」と同

じものと考えて差し支えありません。 

 

○ また、「必修科目」や「選択科目」等を組み合わせて授業科目を編成してい

る学校も多くありますが、この場合でも考え方は同じです。その学科に在籍す

る生徒が「卒業するのに必要な時間数又は単位数」を「全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位数」の欄に記入してください（下記【考え方】を参照）。 

 
【全課程の修了に必要な総授業時数又は総単位数の例】 
〔例：○○専門学校の学則〕 
 ⇒以下のように授業科目が編成されている学科を例に考えます。 
  ①必修科目（すべての生徒が履修すべき科目）              …４科目、1,680時間 
  ②必修選択科目（数科目の中からいくつか選択して履修する科目） …３科目から２科目以上選択、最低320時間 
  ③自由選択科目（履修するかどうか任意である科目）               …２科目、30時間 
 
第○条 本校の教育課程は別紙１のとおりとする。 
（別紙１）○○専門課程○○学科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科目 １年 ２年 合計 備考  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必修科目 
 
 
 

 Ａ科目 
 Ｂ科目 
 Ｃ科目 
 Ｄ科目 

200 
240 
200 
160 

200 
200 
180 
300 

400 
440 
380 
460 

 
 
小計 
（1,680） 

必修選択 
科目 
 

 Ｅ科目 
 Ｆ科目  ２科目以上選択 
 Ｇ科目 

60 
60 
60 

100 
100 
100 

160 
160 
160 

 
小計 
（最低320） 

自由選択 
科目 

 Ｈ科目 
 Ｉ科目 

10 
10 

20 
20 

30 
30 

※希望者のみ 
※希望者のみ 

合計時間数 920 1,080 2,000  
 
【 考え方 】 
 ①必 修 科 目 
  …在籍するすべての生徒が学ぶべきものであるため、時間数は1,680時間。 
 ②必修選択科目 
  …３科目から最低２科目を選択することになるため、時間数は320時間。 
 ③自由選択科目 
  …卒業の要件としていないため、総授業時数からは除く。 
 ⇒したがって、この場合の総授業時数は２，０００時間となります。 
（注意） 
 「必修選択科目」の３科目分すべて（４８０時間）や、「自由選択科目」（６０時間）を

、「卒業に必要な時間数」に含めることのないようにしてください。 
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10. 「講義」「演習」「実験」「実習」「実技」の欄について。 

 

○ この欄では、必修科目、必修選択科目、自由選択科目等を全て合計した授業

時数又は単位数を記入してください。 

 

○ したがって、「講義」「演習」「実験」「実習」「実技」の授業時数又は単

位数の合計と「全課程の修了に必要な総授業時数又は総単位数」の欄の数字は

必ずしも一致しません。 

 

○ なお、１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以

上の方法の併用により行う場合については、主たる方法の欄に授業時数又は

単位数を全て計上してください。 

 

 

11. 「生徒総定員」と「生徒実員」「留学生数」「中退率」の欄について。 

※ 推薦年度の５月１日現在の情報について記入してください。 

 

○ 推薦学科の全学年の生徒の定員数と実員数の合計をそれぞれ記入してくださ

い。（コース毎に生徒定員を設定していない場合には、「○人の内数」と記入し

てください。（○人は、学科の「生徒総定員数」です。）） 

 

○  留学生数については、生徒実員の内数に当たります。 

 

○ 中退率について、コースを複数設置している場合はコース毎に記載して 

ください。 
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12. 「就職等の状況」の欄について。 

 

○ 「卒業者数」「就職希望者数」「就職者数」「地元就職者数」「就職率」「就

職者に占める地元就職者の割合」「卒業者に占める就職者の割合」「進学者数」

「主な就職先、業界等」について記入してください。その際、「就職率」及び「卒

業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者

の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、

それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内

定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義によって、記入してください。 

 

「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」

における「就職率」の定義について。 

①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点にお

ける就職者数を就職希望者で除したものとする。 

②「就職率」における「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非

正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から

採用通知などが出された者）をいう。 

③「就職率」における「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等

卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」

「自営業」「家事手伝い」「留年」「資格取得」などを希望する者は含まない。 

※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等

は、卒業年次に在籍している学生等としている。ただし、卒業の見込みのない

者、休学中の者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、

歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除いている。 

 

「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」定義について。 

「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割

合をいう。 

「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいう。

自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就

職者とはしない（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う。） 

 

○  「就職指導内容」については、主な就職先、業界に対する知見を深めるセミ

ナーの開催やカウンセリングの実施等、学校が独自に取り組んでいる就職指導

について、簡潔に記入してください。 

 

○ 「その他」については、他の高等教育機関への進学状況等について、任意で記

入してください。 
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13. 「第三者による学校評価」の欄について。 

 

○ 推薦学科について、独自に民間の評価機関等から第三者評価を受けているか

否かについて選択してください。第三者評価を受けている場合、評価団体名、

受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページの URL を記入してく

ださい。 

 

14. 「当該学科のホームページ」の欄について。 

 

○ 推薦学科のホームページの URL を記入してください。 

 

 

15. 「企業等と連携した実習等の実施状況欄」にはどの数値を記入すれば良いの

か。 

 

○ 従前から別紙様式１―２において、「授業科目等の概要」の記入をお願いして

いますが、当該様式における数値に基づき記入いただくようお願いします。 

 

○ 上段の「全課程の修了に必要な総授業時数又は総単位数」に記載したいずれ

か（授業時数（Ａ）又は単位数（Ｂ））に記入し、整合性が取れるようにしてく

ださい。 

 

 

16. 「授業科目等の概要」において、企業等と連携している実習・演習等の科目

のうち、選択必修としている科目は、「企業等と連携した実習等の実施状況

欄」のどこに記入すれば良いのか。 

 

○ 「企業等と連携した実習等の実施状況欄」において、選択必修は必修としては

扱いませんので、「うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数」又は「う

ち企業等と連携した演習の授業時数」への記入をお願いします。 
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17. 「授業科目等の概要」において、企業等と連携している実習・演習等の科目

のうち、例えば、授業方法において、講義を○、演習を△としている科目（

主たる授業方法は講義）はどのように扱うのか。 

 

○ この事例に関しては、主たる授業方法は講義となりますので、「企業等と連携

した実習等の実施状況欄」において「うち企業等と連携した演習の授業時数」に

は計上（記入）できません。下表も参照ください。 

 
 （授業科目等の概要における記載例） 

分類 授業方法 企業等

との連

携 

  

「企業等と連携した実習等の実施状況欄」への計上 必修 選択

必修 

自由

選択 

講義 演習 実験・

実習・

実技 

○     ○ ○ → 「うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数」及び 

「うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数」に計上 

○    ○  ○ → 「うち企業等と連携した演習」及び 

「うち企業等と連携した必修の演習の授業時数」に計上 

○   △ ○  ○ → 「うち企業等と連携した演習」及び 

「うち企業等と連携した必修の演習の授業時数」に計上 

○   ○   ○ → 該当なし 

○   ○ △  ○ → 該当なし 

 ○    ○ ○ → 「うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数」に計上 

  ○  ○  ○ → 「うち企業等と連携した演習」に計上 
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18. 各科目において「講義」「演習」「実験」「実習」「実技」はどのように整

理するのか。 

 

○ 原則は学則に記載された区分に基づきますが、それぞれは概ね以下の整理に

よります。 

 
○ 専修学校設置基準第１９条第１項第１号、第２号及び同基準第２３条第３項第１項、第２項の規

定に基づく授業時数等を踏まえつつ「講義、演習」又は「実験、実習、実技」に大別します。 
○ 「講義、演習」に大別したもののうち、単なる座学にとどまらず、授業の内容の理解を深めるた

め、講義時間内に学生に対して自ら何らかの練習問題を解かせることや訓練を課すものを演習とし

ます。 
○ 「実験、実習、実技」に大別したもののうち、いずれの区分に位置付けるかは、授業名や授業内

容等を勘案しつつ適宜設定します。 
 

なお、企業等と連携する「演習」「実験」「実習」「実技」に関しては、必ずしも

企業内での実施（臨地）を求めるものではありません。 

また、別紙様式１－２における科目等一覧と学則との乖離が確認される場合は、

必要に応じて学則の変更を検討してください。 

 

 

19. 「教員の属性（専任教員について記入）」に関して、学士と修士の双方を有

する教員はどのように扱うか。 

 

○ 上位の学位を優先し「④修士の学位又は専門職学位」を選択してください。 
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20. 「教員の属性（専任教員について記入）」に関して、①～④の複数の属性を

有する教員はどう扱うのか。 

 

○ 複数の項目への重複計上は行わず、下表を参考にいずれかの項目のみに人数

を計上してください。 

 

①専門課程を修了した

後、学校等においてそ

の担当する教育等に従

事した者 

②学位の資格を有

する者 

③高等学校教諭等

経験者 

 

④修士の学位又は

専門職学位 

  

計上する項目 

  ○ ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

 ○  ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

 ○ ○  → ②学位の資格を有する者 

 ○ ○ ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

○   ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

○  ○  → ③高等学校教諭等経験者 

○  ○ ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

○ ○   → ②学位の資格を有する者 

○ ○  ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

○ ○ ○  → ②学位の資格を有する者 

○ ○ ○ ○ → ④修士の学位又は専門職学位 

 

 

21. 「別紙様式１－１」１ページ目に関する別途提出資料について。 

 

○ 学則 

（学校名、課程名、学科名、修業年限、昼夜の別、総授業時数又は総単位数、

その他学則を根拠資料とできる箇所について、推薦学科に関する部分を蛍光

ペン等でマーキングしてください。） 
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22. 「１．（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工

夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針」の欄について。 

 

○ 本告示における「教育課程の編成」には、授業科目の開設だけはなく、授業内

容・方法の改善・工夫等も広く含まれます。 

 

○ この欄では、『「職業実践専門課程」の創設について（平成２５年７月１２日

専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議報告）』に指摘されている

内容を踏まえ、推薦学科の専攻分野に関し、生徒の就業先の業界における人材

の専門性に関する動向、国又は地域の産業振興の方向性、新産業の成長に伴い

新たに必要となる実務に関する知識、技術、技能などを十分に把握、分析した上

で、当該専門課程の教育を施すにふさわしい授業科目の開設又は授業内容・方

法の改善・工夫等を行うなど、専攻分野に関する企業、関係施設、関係団体等

（以下「企業等」という。）の要請等を十分にいかしつつ実践的かつ専門的な職

業教育を主体的に実施するにあたり、どのような方針に基づいて取り組んでい

るか具体的に記入してください。 

 

○ また、教育課程編成委員会等による取組の他、生徒の就業先の業界における

人材の専門性に関する動向、国又は地域の産業振興の方向性、新産業の成長に

伴い新たに必要となる実務に関する知識、技術、技能などを把握するため、教育

課程編成委員会等の委員の所属先以外の企業等へのヒアリングやアンケート等

を別途実施し、その結果を教育課程編成委員会等においても活用するなどの取

組を行っている場合は、併せて記入してください。 

（企業等の委員（以下「企業等委員」という。）の具体例） 

・実務に関する知識、技術、技能などについて知見のある企業や医療福祉施

設等の役員又は職員（以下「役職員」という。） 

・業界又は職種における人材の専門性に関する動向など専門的な事項につい

て知見のある業界団体(業界別団体、全国又は地域の経済団体等)の役職員 

・教員の専門性の維持・向上を目的とした研修等を行う職能団体（資格者団

体、養成施設協会等）の役職員 

・学会や学術機関等の有識者 

・国又は地域の地方公共団体等の関係部局の職員   等 
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23. 「１．（２）教育課程編成委員会の位置づけ」の欄について。 

 

○ 教育課程の編成における意思決定の過程に教育課程編成委員会等が位置付け

られていることが分かるように、別途提出資料の「教育課程編成委員会等の位

置付けに係る諸規程」及び「学校又は法人の組織図」を適宜引用しつつ、教育課

程編成委員会等における審議結果が教育課程に反映される過程を記入してくだ

さい。（図示も可。） 

 

○ なお、教育課程編成委員会等の意見を全て教育課程の編成に反映することを

求めるものではなく、あくまで、企業等の要請を十分にいかしつつ実践的かつ

専門的な職業教育が主体的に実施されていることが必要です。 

 

 

24. 「１．（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿」の欄について。 

 

○ 企業等委員だけでなく推薦学科又は学校から参画する教員等を含め全委員の

名前、所属先、任期を明記してください。種別の欄には、各委員がそれぞれ、ど

の学科に関する①、②又は③の委員（次の項にて詳述。）なのか明記してくださ

い。なお、企業等委員については、これらに加えて、委員の他の所属や経歴につ

いて推薦学科の専攻分野に関係するものを任意で記入しても構いません。 

 

○ 推薦の届出から認定までの間に委員の任期が終了する場合には、新しく専任

する委員の情報についても別紙様式３－１で報告してください。 

 
 

25. 教育課程編成委員会等の委員構成について。 

  

○ 教育課程編成委員会等の委員については、推薦学科の専攻分野に関する企業

等の役職員から広く選任することが望ましいですが、少なくとも、以下の①か

ら③において、①又は②から１人、③から１人が委員として参画することが必

要です。 

①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団

体、地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しませ

ん。） 

②学会や学術機関等の有識者 

③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役

職員 

 

※ 推薦学科の専攻分野に即していることが客観的にも明確な委員であ

ることが必要であり、企業等委員に該当するかどうかは、個人の業績等
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ではなく、所属先の企業等の業務内容等によって判断されます。従って、

企業を退職した者など、企業等に所属していない者は企業等委員に該当

しません。 

  様式３－１の記入に際しては、様式の注釈及び記入例に従って、上記

が分かるようにしてください。 

 

 ○ また、原則として、教育課程の編成の責任者又はそれに準ずる者（学校長、   

教務部長、学科長など）が教育課程編成委員会等に参画し、専修学校側が教育

課程編成委員会等を主体的に運営することが必要です。 

 

○ 当該学校の教職員は、教育課程編成委員会等の企業等委員として参画するこ

とはできませんが、学校側の委員として参画することは可能です。 

ただし、企業等から派遣されて一時点のみ授業を行う等の非常勤講師等（例え

ば、実習・演習等の授業を行うために専攻分野に関する企業等から一時的に派遣

された役職員等の当該学校と雇用関係にない者。）は、企業等委員として参画す

ることが可能です。 

 

○ なお、③については、１つの学校内又は複数の学校にまたがって、複数の推

薦学科に共通する教育課程編成委員会等を置く場合、それぞれの推薦学科の専

攻分野に関する者が推薦学科毎に１人ずつ委員として参画することが必要で

す。（同じ専攻分野の昼間学科と夜間等学科に共通する教育課程編成委員会等

を置く場合も、③の委員は２人以上必要です。また、設置者が同一の複数の学

校で複数の推薦学科の名称が同一であったとしても、学校が異なれば別の学科

として個別に認定することになるため、推薦学科の数だけ③の委員が必要で

す。） 

 

＜参考＞教育課程編成委員会等と学校関係者評価委員会との委員構成に関する考え方の違い

（「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する実施要項（抜粋） 

３ 職業実践専門課程の要件 

（２） 専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、

授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。 

（内容） 

具体的には、以下の全ての要件を満たしていること。 

① 企業等との連携体制を確保して、当該専修学校専門課程の教育課程の編成を行う

ため、当該専修学校専門課程の教職員及び企業等の役員又は職員その他必要な委員

により組織される委員会や会議（以下「教育課程編成委員会等」という。）を設置し

ていること。 

（略） 

（６） 学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価（以下

「学校関係者評価」という。）を行い、その結果を公表していること。 

（７） 前号の評価を行うに当たっては、当該専修学校専門課程の関係者として企業等の役員
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又は職員を参画させていること。 

（趣旨） 

本要件は、「専修学校における学校評価ガイドライン（平成２５年３月文部科学省策

定）」を踏まえ、学校の教育活動その他の学校運営の状況について学校自らが評価を行

う「自己評価」はもとより、企業等の役員又は職員が学校関係者として評価に参画し、

自己評価の結果を評価することを基本として行う「学校関係者評価」の実施及び公表

を行うとともに、その評価結果を踏まえた教育活動その他の学校運営の改善に取り組

んでいることを求めるものです。 

（内容） 

具体的には、以下の全ての要件を満たしていること。 

① 学校関係者評価を行うため、企業等の役員又は職員その他必要な委員（保護者、卒 

業生等）により組織される委員会（以下「学校関係者評価委員会」という。）を設置して 

いること。 
 

 

26. 「教育課程編成委員会等」を学科・学校毎に置くことが必要かどうかについ

て。 

 

○ 教育課程編成委員会等は、必ずしも学科毎に置く必要はありません。また、設

置者が同一であれば、１つの学校内又は複数の学校にまたがって、複数の専修

学校専門課程に共通する教育課程編成委員会等を置くことも可能ですが、その

場合、推薦学科毎に当該推薦学科の専攻分野に関する企業等から委員が参画し、

当該専攻分野における実務に関する知見を生かした意見を踏まえた取組がなさ

れていることが必要です。 

 

○ 教育課程編成委員会を開催した場合には、開催記録（議事録）を作成する必 

要があります。複数の学校・学科をまたがって教育課程編成委員会を開催する

場合、開催記録において、それぞれの学校・学科に関する議論が、企業等委員

（③委員）が参加する形で行われていることが確認できる必要があります。  

 

 

27. 「１．（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期」の欄につい

て。 

 

○ 推薦学科の教育活動上必要となる教育課程の編成に応じて教育課程編成委員

会等を開催しており、少なくとも年２回以上開催（委員が参集せずに書面のみ

により開催する場合は含みません。）していることが分かるように年間の開催

数や開催時期、開催日時（実績）について具体的に記入してください。 

 

○ なお、教育課程編成委員会等は、推薦学科の教育活動上必要となる教育課程

の編成に応じて、少なくとも年２回以上開催（委員が参集せずに書面のみによ

り開催する場合は含まない）していることが必要です。なお、新型コロナウイル



- 14 - 
 

ス感染症の影響等、参集して開催することが難しい事情により委員会等をオン

ライン形式等（テレビ会議、ウェブ会議）で実施した場合は、当該開催回数に含

めて差し支えありません。 

 

○ また、委員会等を延期する場合等は、開催実績が２回以上あることがわかる

よう、例えば、以下のように記載することも考えられます。（開催記録（議事録）

は記載した全ての会議について提出ください） 

 

【委員会の延期がある場合の記載例】 

 （年間の開催時期）  

年２回（６月、１２月） 

 （開催日時（実績）） 

第１回 令和２年６月○○日 xx:xx～xx:xx  

第２回 令和２年１２月○○日 ※ 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、 

令和３年４月○○日 xx:xx～xx:xx）に延期。 

 

 

28. 「１．（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況」

の欄について。 

 

○ 教育課程編成委員会等の意見を活用して行った授業科目の開設や授業内容・

方法の改善・工夫等について、別紙様式２の授業科目名や概要などを引用しつ

つ具体的に記入してください。ただし、すぐに意見が反映できていない場合に

おいては、今後の検討課題という位置づけで記入してください。 
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29. 「１．『専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連

携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っているこ

と。』」に関する別途提出資料について。 

 

○ 教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程 

（教育課程の編成にあたり教育課程編成委員会等の意見を活用すること及

び組織上の位置付けが分かる部分を蛍光ペン等でマーキングしてくださ

い。） 

 

○ 教育課程編成委員会等の規則 

（教育課程編成委員会等の目的や役割等が分かる部分を蛍光ペン等でマー

キングしてください。） 

 

○ 教育課程編成委員会等の企業等委員の選任理由（推薦学科の専攻分野との関

係等） 

（各委員の選任理由について、推薦学科の専攻分野と委員の所属する業界団

体や企業等の業務内容、相互の関係性等、当該委員の当該組織内における

役割等を踏まえて、当該委員が企業等委員として適任であることを、わか

りやすく簡潔にそれぞれ２００字程度で明記してください。） 

⇒別紙様式３－１を用いてください。 

 

○ 学校又は法人の組織図 

（教育課程編成委員会等の組織上の位置付けを明記し、蛍光ペン等でマーキ

ングしてください。なお、教育課程編成委員会等が複数学科にまたがって

置かれる場合は、当該学科を明記してください。） 

 

○ 教育課程編成委員会等の開催記録 

（推薦年度の前年度から推薦時点までにおける教育課程編成委員会等の開

催日時、参加委員、議題、議論の内容を明記してください。なお、年２回

以上開催する会合のほか、教育課程編成委員会等の企業等委員へのヒアリ

ングや意見交換を実施していれば、その主な活動記録も明記してくださ

い。また、企業等委員が欠席した場合は、委員の意見の反映状況について

も合わせて記載してください。） 

※ 平成２７年度の認定まで提出を求めていた、「教育課程編成委員会等の委員

名簿」「教育課程編成委員会等の企業等委員の承諾書（本人の同意書及び企業等

の承諾書）」「教育課程編成委員会等の企業等委員の所属について概要が分かる

資料」については、平成２８年度以降の添付資料としては提出を求めていませ

んが、審査の状況によっては求めることがあります。各専修学校は、これらを保

管し、求められれば即時提出できるようにしておいてください。 
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30. 「２．（１）実習・演習等における企業等との連携による実習・演習等の基

本方針」の欄について。 

 

○ 企業等の要請等を十分に生かしつつ専攻分野に関する職業に必要となる実践

的かつ専門的な能力を育成するため、実習、実技、実験、演習（以下「実習・演

習等」という。）の授業において、企業等との組織的な連携を通じて実践的かつ

専門的な職業教育を行うにあたり、どのような方針に基づいて取り組んでいる

か概要を記入してください。 

 

31. 「２．（２）実習・演習等における企業等との連携内容」の欄について。 

 

○ 推薦学科又は学校と企業等が締結している協定書等（覚書、契約書等を含む。）

や、推薦学科又は学校と企業等の役職員が契約している講師契約書等に基づい

て、授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価について

連携していることが分かるように、企業等との連携内容について概要を記入し

てください。 

 

32. 「２．（３）具体的な連携の例」の欄について。 

 

○ 実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目（すなわち、別紙様式１－２で

「企業等との連携」の欄に○を付す授業科目）のうち、代表的なもの５つを記載

するとともに、科目の概要について記載してください。 

 

○ 企業連携の方法について、プルダウンから以下項目のいずれかを選択してく

ださい。なお、「５．その他」を選択した場合は、具体的な連携方法についても

科目概要欄に自由記述してください。 

１．【校内】企業等からの講師が全ての授業を主担当 

   ･･･初回講義のみ学校内教員が担当しているケース等も含む。 

２．【校内】企業等からの講師が一部の授業のみを担当 

   ･･･リレー形式の講義で、１時数のみ外部講師が担当するケース等。 

３．【校外】企業内実習（４に該当するものを除く。） 

   ･･･学科が主体的に企画している授業等を指す。 

４．【校外】企業等が主催するインターンシップ等（学科が主体的に企画し

ていないものを指す。） 

   ･･･単位認定するものも含む。 

５．その他 

   ･･･企業等から教材提供を受けているケース等。 

 

○ 「連携企業等」の数が５つを超える場合は、任意で５つ選択して記入するとと

もに、連携する企業等の総数を記入してください。 
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33. 「２．『企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習

等」という。）の授業を行っていること。』」に関する別途提出資料につい

て。 

 

○ 企業等との連携に関する協定書等や講師契約書（本人の同意書及び本人が所

属する企業等の承諾書）等 

（実習・演習等における具体的な連携内容について明記されたものを提出

してください。なお、企業等の数が５つを超える場合は、任意で主な５つ

を選択して提出してください。） 

 

34. 企業等との協定書等・講師契約書等の内容について。 

 

○ 少なくとも、対象となる授業科目、期間、授業時数、授業内容について協定書

等や講師契約書等を締結していることが必要ですが、これらに加え、企業等と

の連携内容に応じた適切な協定書等や講師契約書等を締結してください。 

 

○ なお、授業毎に協定書等、講師契約書等を締結していることは必ずしも必要

ではなく、学科又は学校毎に締結する場合も含まれますが、対象となる授業科

目を協定書等や講師契約書等に明示していることが必要です。 
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35. 「３．（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下『研修等』という。

）の基本方針」の欄について。 

 

○ 企業等から講師を招いて教員に対し実務に関する知識、技術、技能などにつ

いて校内で実施する研修、職能団体等が実施する研修の活用、教員を企業等へ

派遣して研究を行わせるなど、職業に関連した実務に関する知識、技術及び技

能並びに、授業及び生徒に対する指導力等の修得・向上のための研修等を、教員

の業務経験や能力、担当する授業科目や授業以外の担当業務等に応じて計画的

に受講等させるにあたり、どのような方針に基づいて組織的に取り組んでいる

か具体的に記入してください。 

 

○ 当該研修等を教員に受講等させることについて、諸規程等に定められている

ことが分かるように記入してください。 

 

○ なお、学校全体で組織的に資質・能力を向上させるため、非常勤職員や事務職

員に対しても、関係法令や職業実践専門課程の趣旨等について、研修等を行う

ことが望ましい。 

 

 

36. 「３．（２）研修等の実績」「３．（３）研修等の計画」の欄について。 

 

○ 教員に対する研修等の実績及び計画について、組織的に位置付けられた研修

等の対象、内容、期間のほか、企業等との連携内容が分かるように概要を記入し

てください。 

 

○ 研修等は、校内のほか校外（企業等が主催・実施するもの等）を含むものとし

ます。その場合、研修等の内容と当該推薦学科における教育内容（授業内容・方

法を含む）等との関係性が分かるように記入してください。 

 

〇 あくまで、企業等との連携内容を確認するため、設置者主催の研修等は該当

しません。 

 

○ なお、学校全体で組織的に資質・能力を向上させるため、非常勤職員や事務職

員に対しても、関係法令や職業実践専門課程の趣旨等について、研修等を行う

ことが望ましい。 

 

 

37. 「３．『企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研

修を組織的に行っていること。』」に関する別途提出資料について。 
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○ 研修等に係る諸規程 

（企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修等や

指導力の修得・向上のための研修等を、教員の業務経験や能力、担当する

授業科目や授業以外の担当業務等に応じて組織として位置付け、計画的に

受講等させていることが分かる部分を蛍光ペン等でマーキングしてくだ

さい。） 

 

○ 研修等の実績 

（推薦年度の前年度における実績について、対象、内容、期間のほか、特に

専攻分野における実務に関する研修等については企業等との連携内容を

明記してください。また、専攻分野における実務に関する研修等か、指導

力の修得・向上のための研修等かを明記してください。） 

 

○ 研修等の計画 

（推薦年度における計画について、対象、内容、期間のほか、特に専攻分野

における実務に関する研修等については企業等との連携内容を明記して

ください。また、専攻分野における実務に関する研修等又は指導力の修

得・向上のための研修等のいずれに該当するかを明記してください。） 

 

○ また、非常勤職員や事務職員に対する研修等を実施している場合、当該研修

に係る資料等も提出すること。（上記資料を除く。） 
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38. 「４．（１）学校関係者評価の基本方針」の欄について。 

※ 推薦年度の前年度を対象とした評価に関する実績について記入してください。 

 

○ 「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、学校関係者として、卒

業生、保護者、地域住民等とともに、企業等から委員が参画した学校関係者評価

委員会を設置して評価を実施し、評価結果を教育活動その他の学校運営の改善

等にいかすにあたり、どのような方針に基づいて取り組んでいるか具体的に記

入してください。 

 

 

39. 「学校関係者評価委員会」を学科・学校毎に置くことが必要かどうかについ

て。 

 

○ 学校関係者評価委員会は、必ずしも学科毎に置く必要はありません。また、設

置者が同一であれば、１つの学校内又は複数の学校にまたがって、複数の専修

学校専門課程に共通する学校関係者評価委員会を置くことも可能ですが、学校

関係者として当該推薦学科の専攻分野に関する企業等から委員が参画し、当該

専攻分野における実務に関する知見をいかして推薦学科ごとの教育目標や教育

環境等について評価し、その評価結果を教育活動及びその他の学校運営の改善

にいかしていくことが必要です。 

 

○ 学校毎の評価を行う必要はありますが、推薦学科毎の評価を行うことは必須

ではありません。ただし、例えば、当該学校全体の評価結果を基に推薦学科の教

育活動及びその他の学校運営の改善にいかすことができるよう、学校全体の評

価結果の中で推薦学科に関する評価活動が明確にされた具体的な評価を行うこ

とが必要です。 

 

 

40. 「４．（２）『専修学校における学校評価ガイドライン』」の項目との対応

」の欄について。 

※ 推薦年度の前年度を対象とした評価に関する実績について記入してください。 

 

○ 専門学校全体の教育の質の保証・向上の観点から、「専修学校における学校評

価ガイドライン」において示された評価項目について評価を行っていることが

必要ですので、各項目と対応する学校の評価項目について、評価項目を例示し

て記入してください。 

 

○ 教育活動の状況に関する評価項目のみではなく、財務等の学校運営の状況に

関する評価項目を含めた全ての評価項目について必ず記入してください。（「（１

０）社会貢献・地域貢献」及び「（１１）国際交流（必要に応じて）」について
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は、評価を実施している場合のみ任意で記入してください。） 

 

○ なお、評価項目よりも詳細な評価指標等については「専修学校における学校

評価ガイドライン」のとおりに設定することを求めるものではありませんが、

各学校においては、それぞれの重点目標等を達成するために必要な評価指標等

を設定してください。 

  

＜参考＞ 

○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号） 

第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活

動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の

改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めな

ければならない。 

 

○学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号） 

第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、

自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設

定して行うものとする。 

 

第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学

校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）に

よる評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 

 

第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規

定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するもの

とする。 

 

※ これらの規定は、専修学校に準用されます。 

 

 

41. 「４．（３）学校関係者評価結果の活用状況」の欄について。 

○ 推薦年度の前年度を対象とした評価に関する実績について記入してくださ

い。 

 

○ 学校関係者評価の評価結果や改善方策等のうち、特に企業等から参画した委

員の意見について、推薦学科の教育活動その他の学校運営の改善等にどのよう

にいかしているか具体的に記入してください。 

※ 単に「学校関係者評価を学校の運営改善に活かした」等の記載では不十

分ですので、具体的に記入してください。 
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42. 「４．（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿」の欄について。 

 

○ 学校関係者評価委員会全委員の名前、所属、任期を明記してください。また、

種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載し

てください（例えば、企業等委員、ＰＴＡ、卒業生等）。 

○ なお、学校の教職員は、学校関係者評価委員会の委員となることはできませ

ん。従って、学校側の参加者として、会議に出席することは問題ありませんが、

委員として名簿等に記載ができないことに注意してください。 

 

○ 様式３－２の記入に際しては、様式の注釈及び記入例に従ってください。推

薦の届出から認定までの間に委員の任期が終了する場合には、新しく専任する

委員の情報についても別紙様式３－２で報告してください。 

 

※「25.教育課程編成委員会等の委員構成について」における【参考】の考え方も参

考にしてください。 

 

 

43. 「４．（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期」の欄について。 

※ 推薦年度の前年度を対象とした評価に関する実績について記入してください。 

 

○ （ホームページ・広報誌等の刊行物・その他）の中から、該当するものに○を

付してください。その他に○を付した場合には、その主な方法を（）内に記入し

てください。 

 

○ また、公表年月日を記入してください。 

 

○ なお、項目毎に公表方法又は公表年月日が異なる場合には、それが分かるよ

うに記入してください。 

 

○ 原則として学校のホームページにおいて公表することが必要ですが、ホーム

ページがない等特別な事情がある場合に限り、企業等、卒業生、保護者、地域住

民等に対し、広報誌等の刊行物等により、広く情報が提供される方法で公表す

ることが必要です。 
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44. 「４．『学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に

定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行うに当た

っては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させてい

ること。』」に関する別途提出資料について。 

 

○ 学校関係者評価委員会の企業等委員の選任理由（推薦学科の専攻分野との関

係等） 

（各委員の選任理由について、①推薦学科の専攻分野と委員の所属する業界

団体や企業等の業務内容、相互の関係性等、②当該委員の当該組織内にお

ける役割等を踏まえて、当該委員が企業等委員として適任であることを、

わかりやすく簡潔にそれぞれ２００字程度で明記してください。なお、推

薦学科の学校教職員は、学校関係者評価委員の企業等委員には含めること

はできません。） 

⇒別紙様式３－２を用いてください。 

 

○ 自己評価結果公開資料 

 

○ 学校関係者評価結果公開資料（自己評価結果との対応関係が具体的に分かる

評価報告書） 

（ホームページの該当部分や刊行物等の写し 等） 

 

※ 平成２７年度の認定まで提出を求めていた、「学校関係者評価委員会等の委

員名簿」「学校関係者評価委員会の企業等委員の承諾書（本人の同意書及び企業

等の承諾書）」「学校関係者評価委員会の企業等委員の所属について概要が分か

る資料」については、平成２８年度以降の添付資料としては提出を求めていま

せんが、審査の状況によっては求めることがあります。各専修学校は、これらを

保管し、求められれば即時提出できるようにしておいてください。 

 

 

45. 「５．（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針」の欄につい

て。 

 

○ 「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」を踏まえつ

つ、企業等の関係者が当該専修学校専門課程全般について理解を深めるととも

に、当該企業等の関係者との連携及び協力の推進に資するため、当該専門学校

の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供し説明する等の取組を

行うにあたり、どのような方針に基づいて取り組んでいるか具体的に記入して

ください。 
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46. 「５．（２）『専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン

』の項目との対応」の欄について。 

 

○ 専門学校全体の教育の質の保証・向上の観点から、「専門学校における情報提

供等への取組に関するガイドライン」において示された情報提供項目について

情報提供を行っていることが必要ですので、各項目と対応する学校の情報提供

項目について、情報提供項目を例示して記入してください。 

 

○ 教育活動の状況に関する情報提供の項目のみではなく、財務等の学校運営の

状況に関する情報提供の項目を含めた全ての項目について必ず記入してくださ

い。（なお、「（１０）国際連携の状況」及び「（１１）その他」については、

情報提供を実施している場合のみ任意で記入してください。） 

＜参考＞ 

○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号） 

第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者

の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当

該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供する

ものとする。 

※ この規定は、専修学校に準用されます。 

 

○私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号） 

第四十七条 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収

支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。  

２ 学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書（第六十六

条第四号において「財産目録等」という。）を各事務所に備えて置き、当該学校

法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場

合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。  

※ この規定は、準学校法人に準用されます。 

 

47. 「５．（３）情報提供方法」の欄について。 

 

○ （ホームページ・広報誌等の刊行物・その他）の中から、該当するものに○を

付してください。その他に○を付した場合には、その主な方法を（）内に記入し

てください。 

 

○ なお、項目毎に公表方法が異なる場合には、それが分かるように記入してく

ださい。 

 

○ 原則として学校のホームページにおいて情報提供することが必要ですが、ホ

ームページがない場合に限り、企業等、卒業生、保護者、地域住民等に対し、広

報誌等の刊行物等により、広く情報が提供される方法で行うことが必要です。 
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48. 「５．『企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該

専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供しているこ

と。』」に関する別途提出資料について。 

  

○ 情報提供している資料 

（情報提供項目がホームページのどこに公開されているかわかるように、該

当箇所のホームページの画面を印刷して提出してください。その際、別紙

様式１－１の５．（２）の「「専門学校における情報提供等への取組に関

するガイドライン」の項目との対応」の「ガイドラインの項目」の項目番

号（１）～（１１）を提出資料の該当部分に記入するとともに、蛍光ペン

等でマーキングしてください。） 
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【別紙様式１－２について】 

 

49. 「分類」の欄について。 

 

○ 「必修」「選択必修」「自由選択」の中から、該当するものに○を付してく

ださい。 

 

50. 「配当年次・学期」の欄について。 

 

○ １年目の前期に実施される場合には「１前」、２年目の後期に実施される場

合には「２後」、のように縦書きで記入してください。 

 

○ １年目の１学期に実施される場合には「１①」、２年目の３学期に実施され

る場合には「２③」、のように縦書きで記入してください。 

 

○ なお、前後期制や複数学期制に関わらず、１年間を通じて実施される場合、

例えば、３年目の通年で実施されるものは「３通」のように縦書きで記入して

ください。 

 

51. 「授業時数」及び「単位数」の欄について。 

 

○ 推薦学科が時間制を採用している場合には、単位時間数を記入してくださ

い。 

 

○ 推薦学科が単位制を採用している場合には、時間数と単位数の両方を記入

してください。 

 

52. 「授業方法」の欄について。 

 

○ 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方

法の併用により行う場合については、主たる方法について「○」を付し、その

他の方法について「△」を付してください。 

 

53. 「企業等との連携」の欄について。 

 

○ 企業等との連携については、「授業方法」、「場所」及び「教員」の各欄に

どのような記入をしたかに関わらず、実施要項の３（３）の要件に該当する授

業科目について「○」を付してください。 
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54. 「卒業要件及び履修方法」「１学年の学期区分」「１学期の授業期間」

の欄について。 

  

○ 「卒業要件及び履修方法」は、卒業又は修了の要件及び履修方法（科目区分ご

との履修条件等）を記入してください。特に、実施要項の３（３）の要件に該当

する授業科目が必修選択科目である場合には、全生徒が当該要件を満たす科目

のいずれかを履修することがわかるように履修方法を明記してください。 

  なお、履修方法については、選択必修科目の選択方法等についてもわかるよ

うな記載が求められます。 

 

○ 「１学年の学期区分」は，１年を何期に分けているか（例えば前期・後期なら

２期）を記入してください。 

 

○ なお、学期区分を設けていない場合には、「－」と記入してください。 

 

○ 「１学期の授業期間」は、１学期が何週間にわたるかを記入してください。 

 

○ 授業期間が学期によって異なる場合には、各学期の平均の授業期間を小数点

以下を四捨五入して記入してください。 
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【別紙様式２－１について】 

 

55. 「番号」の欄について。 

  

○ 企業等毎に通し番号を付してください。 

 

56. 「名称」の欄について。 

 

○ 協定等や講師契約等を締結している相手を記入してください。企業等と協

定等を締結していれば「企業等の名称」を、個人と契約を締結していれば「個

人の氏名（所属先）」を記入してください。なお、個人の所属先が複数ある場

合は、推薦学科の実習・演習等の連携内容に関係する主たる所属先を記入して

ください。 

 

○ 実習・演習等の実施にあたり連携している企業等（実施要項の要件を満たす

ものに限ります。）を全て列記してください。 

 

57. 「位置（所在地）」の欄について。 

 

○ 企業等と協定を締結していれば「企業等の所在地」を、個人と契約を締結し

ていれば「個人の所属先の所在地」を記入してください。 

 

○ 企業等に複数の拠点がある場合（例えば、本部所在地と支部所在地が異なる

場合）は、実習・演習等を行う拠点の所在地を記入してください。 

 

58. 「授業科目名」の欄について。 

 

○ 協定や講師契約等の対象となる授業科目名を記入してください。１つの企

業等と複数の授業科目について連携する場合には、授業科目名の欄を授業科

目毎に記入し、名称等の欄を適宜一括りにしてください。 

 

59. 「選任理由」の欄について。 

 

○ 選任理由の欄には、推薦学科との関係性（推薦学科の専攻分野と委員の所属

する業界団体や企業等の業務内容、相互の関係性等）を踏まえて当該企業等が

推薦学科との関係で適切であることを、分かりやすく簡潔にそれぞれ２００字

程度で明記してください。 
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【別紙様式２－２について】 

 

60. 別紙様式２－２について。 

 

○ 企業等と連携する授業科目毎に様式を作成してください。 

 

61. 「実施期間」の欄について。 

 

○ 「○月から○月にかけて、○週間、週○日、一日○時間実施する」など学習量

が明確になるよう、具体的に記入してください。 

 

○ 通年の科目については、「実施期間」の欄の記載において、企業等と連携した

生徒の学修成果の評価まで終えていることが分かるようにしてください。 

 

62. 「実習・演習等の目的及び概要」の欄について。 

 

○ 学修する実務に関する知識・技術・技能や授業方法などを具体的に例示しな

がら、実習・演習等の目的及び概要について記入してください。 

＜例示：校外の実習の場合＞ 

地域におけるデイサービス施設の目的・機能について学びながら、通所して

いる高齢者とのコミュニケーション技術や生活援助技術を習得することを目的

として、市内のデイサービス施設において、担当介護士の指導の下、実習を行

う。 

 

63. 「企業等との連携の基本方針」の欄について。 

 

○ どのような観点から連携する企業等を選定しているかについて、具体的に記

入してください。 

＜例示：校外の実習の場合＞ 

地域に密着したデイサービスを行っている中規模の施設であって、生徒の実

習受け入れの実績がある施設を選定している。また、実習の実施にあたり、生

徒１人に対して１人の介護士が指導者として担当する体制をとることが可能な

施設を選定している。 

 

＜例示：校内の実習の場合＞ 

IT に関する実践的な授業を行うため、企業・業界団体等から当該企業に所属

するプログラマーを講師として派遣し、校内の実習施設や設備等を活用した指

導などの協力を得られる企業・業界団体を選定している。また、校内の実習の

実施にあたり、企業等からの課題を提示し、派遣された講師による年間を通じ

た定期的な指導から学修成果の評価を行うなどの体制をとることが可能な企

業・業界団体を選定している。 
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 ＜例示：演習の場合＞ 

   ビジネスに関する実践的な授業内容の改善・工夫のために、演習における課

題設定等を行うにあたり、教育内容に関連するノウハウ等の提供などの協力が

得られる企業、業界団体を選定している。また、演習における連携にあたり、

教材作成や、指導方法等への助言などの協力が得られる体制をとることが可能

な企業・業界団体を選定している。 

 

 

64. 「企業等との連携内容」の欄について。 

 

○ 実習・演習等の実施並びに、授業内容や方法及び生徒の学修成果の評価につ

いて連携していることが分かるように、企業等との連携内容を具体的に記入し

てください。 

 

＜例示：校外の実習の場合＞ 

授業科目の担当教員と受け入れ施設の介護部長が実習の実施前に３～４回の

打ち合わせを行い、実習内容の詳細について決定するとともに、生徒の学修成

果の評価指標等について定める。実習期間中は、担当教員が各施設を２～３回

訪問し、生徒の学習状況について直接確認するとともに、実習担当者と情報交

換を行う。 

実習修了時には、実習担当者による生徒の学修成果の評価を踏まえ、担当教

員が成績評価・単位認定を行う。 

 
 ＜例示：校内の実習の場合＞ 

    ITに関する授業科目の担当教員と企業・業界団体等の講師が実習前に事前の

打ち合わせを行い、実習内容、生徒の学修成果の達成度評価指標等について定め

る。実習期間中は、担当教員が日常的な指導をしつつ、企業等の講師が中間的な

評価や、専門性の高い技術的な指導等を定期的に行うなど、担当教員と企業等の

講師が連携しながら授業運営を行う。 

   実習修了時には、企業等の講師による生徒の学修成果の評価を踏まえ、担当

教員が成績評価・単位認定を行う。 

 

 ＜例示：演習の場合＞ 

   ビジネスに関する授業科目の担当教員は、企業・業界団体等の者から、実務に

関する最新の知識等について、演習における教育内容に関連する指導方法、評価

方法、教材作り等に対する助言、資料等の提供を受け、実践的な授業の改善・工

夫を行う。また、演習修了後には、生徒の学修成果の評価を踏まえ、更なる改善・

工夫の助言等を得る。 
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65. 「学修成果の評価方法」の欄について。 

 

○ 学修成果の評価や単位認定にあたり、生徒が修得した技能が具体的に分かる

方法による評価を含む評価指標に基づいて評価していることが分かるように具

体的に記入してください。 

 

＜例示：校内外の実習の場合＞ 

生徒の学修成果の評価にあたっては、コミュニケーション技術や生活援助技

術等の技能、医療機器・設備に関する知識の修得状況、実習態度等の評価項目

をあらかじめ設定し、それぞれについて５段階評価を行うこととしている。 

 

＜例示：演習の場合＞ 

学修成果の評価指標・手法等について、企業・業界団体から得られた助言等

をいかし、企業の財務分析、プレゼンテーション能力等の評価項目をあらかじ

め設定し、それぞれについて評価を行うこととしている。 

 

66. 「実習・演習等計画」の欄について。 

 

○ 実習・演習等における一定の学修内容の区分に応じて、おおまかな日程毎に、

実習・演習等の具体的内容について記入してください。 

 

＜例示＞ 

 

日程 演習・実習等の内容 実施場所 
１日目 ・学内オリエンテーション 校内 

２日目 ・施設オリエンテーション 連携施設 

３日目～ 
１０日目 

・施設の日課に参加し、高齢者とコミュニケーションを図る。 
・施設の指導者のもとで、既習技術を用いて生活の援助を行う。 

連携施設 

１１日目～ 
１２日目 

・実習で体験した内容に関するグループワーク及び発表を行う。 
・施設の指導者による実習の総括。 

連携施設 

 

 

67. 「連携する企業等」の欄について。 

 

○ 当該授業科目において連携する企業等の名称を記入してください。なお、企

業等の数が５つを超える場合は、任意で５つ選択して記入するとともに、連携

する企業等の総数を記入してください。  



- 32 - 
 

【別紙様式４について】 

 

68. 記載事項について。 

 

○ 別紙様式１－１及び別紙様式１－２と同じ欄について、同じ内容が自動で入

力されます。 

 

○ 別紙様式４の記載内容の更新に際しては、適宜工夫してください。 

 

69. 別紙様式４の記載内容の更新について。 

 

○ 職業実践専門課程として認定された専修学校専門課程は、学校のホームペー

ジにおいて別紙様式４を公開するとともに、当該記載内容について適宜更新を

行うことが必要です。公表年月日については、更新された際の最新の公表年月

日を記載してください。また、原則として、最新の別紙様式４を用いて毎年度７

月末を基準日として情報を更新してください。 

 

○ 職業実践専門課程として認定されていない学科が別紙様式４を用いて情報の

公表を行うことは、当該学科が職業実践専門課程として認定されていると誤認

を生じさせる恐れがありますので、決して行わないでください。 

 

70. 別紙様式４を公表する初回の時期について。 

 

 ○ 別紙様式４については、初めて職業実践専門課程として認定された専修学校

専門課程は、認定後１か月以内に本様式を学校のホームページ等で公表してく

ださい。 

 

71. 別紙様式４の公表方法について。 

 

○ 別紙様式４については、本様式を各学校のホームページに掲載するにあたり、

印刷可能な形式とし、トップページからリンクを貼る形で参照できるようにし

てください。（検索機能を用いないとたどり着けないものや、グループのホーム

ページに複数の学校・学科のものをまとめて掲載することは、積極的に情報を 

公表する意思がないものと対外的に見られる可能性があります。） 

 



 

1 
 

令和７年８月現在 
 

「職業実践専門課程」に関する主な質問に対する基本的考え方 
 

以下は、「職業実践専門課程」に関する主な質問に対する基本的な考え方を示したものです。詳細に

ついては、自治体等を通じて、文部科学省までお問い合わせください。 
なお、「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程』に関する実施要項」

を「実施要項」、「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程』に関する記入

要項」を「記入要項」、「『職業実践専門課程』の創設について（報告）」を「報告書」と略記します。 
また、「別紙様式」は、「実施要項」の別紙様式を指します。 

※点線枠は変更箇所 

 

【「職業実践専門課程」制度の趣旨】 

Ｑ1. 現行の専門課程と「職業実践専門課程」との関係について。  
 
【第２条第２号関係：教育課程編成委員会等】 

Ｑ2. 教育課程編成委員会等の企業等委員の人数は何人が適当か。 
Ｑ3. 同じ専攻分野で昼間学科と夜間等学科がある場合、それらに共通の教育課程編成委員会等を

置くときには、企業等委員は何人必要か。 
Ｑ4. 教育課程編成委員会等と学校関係者評価委員会の企業等委員は同一人物でもよいか。  
Ｑ5. 教育課程編成委員会等の企業等委員として兼任教員が参画することは可能か。 
Ｑ6. 教育課程編成委員会等や学校関係者評価委員会の同意書・承諾書はいつまでに必要か。 
Ｑ7. 教育課程編成委員会等の諸規程等はいつまでに必要か。 
Ｑ8. 「教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程」とはどのようなものを想定しているのか。 
Ｑ9. 「教育課程編成委員会等の開催頻度等」の実績はどのように解釈するか。 

 
【第２条第３号関係：実習・演習等】 

Ｑ10. 協定書の締結や実習・演習等の実施は、いつまでに行う必要があるか。  
Ｑ11. 教育課程編成委員会等及び学校関係者評価委員会では、兼任教員は企業等委員として参画

することができないが、兼任教員が実施する実習・演習等は企業等と連携した授業に該当する

か。 
Ｑ12. 医療、福祉等の指定養成施設の場合、法令上既に定められているカリキュラム内容があるが、

企業等との連携が必要なのか。 
Ｑ13. 長期休暇を活用した実習・演習等で履修認定されないものであっても、認定要件を満たす

か。 
Ｑ14. 学校に附属した実習施設や、設置者が同じだが学校とは独立した施設と連携した実習・演 

習等は認定要件を満たすか。 
Ｑ15. 実習・演習等において、企業等から派遣された講師等が授業を自ら直接実施しなくても認定 

要件を満たすか。                     
Ｑ16. 学科に在籍する全学生が実習・演習等を履修しなければならないか。 

【別添４】 
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Ｑ17. 企業等と協定書等を締結していても、個別の講師等とも契約等を締結する必要があるか。 
Ｑ18. 別途提出資料の協定書等や講師契約書等は、全ての企業等について提出する必要があるか。 

 

【第２条第５号関係：教員の資質向上】 

Ｑ19. 指導力の修得・向上に関する研修のみを実施している場合も認定要件を満たすか。 
Ｑ20. 「専修学校団体主催の研修会」などへの参加についても実績として含まれるか。 
Ｑ21. 研修に関する諸規程はいつの時点で必要か。    

 

【第２条第６，７号関係：学校関係者評価】 

Ｑ22. 学校関係者評価は、全ての項目を公開しなければならないか。 
Ｑ23. ｢（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応｣の、｢学校が設定する評

価項目｣は、どの程度記入すればよいか。 
Ｑ24. ｢職業実践専門課程｣の認定においては、学校関係者評価の実施・公表は、努力義務ではなく

義務となるのか。 
Ｑ25. 学校関係者評価委員会の企業等委員として兼任教員が参画することは可能か。 
Ｑ26. 学校関係者評価委員会の企業等委員は何人必要か。 
Ｑ27. 学校関係者評価委員会の企業等委員以外の委員についても、同意書及び承諾書が必要か。                  

 
【第２条第８号関係：情報提供】 

Ｑ28. 「（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応」の

｢学校が設定する項目｣は、どの程度記入すればよいか。 
Ｑ29. 財務情報の提供はどの程度まで行わなければならないか。 
 

【別紙様式１－１関係】 

Ｑ30. 学校関係者評価委員会の企業等委員以外の委員についても、氏名や所属の公開が必要か。             
 

【別紙様式１－２関係】 

Ｑ31. 別紙様式１－２はいつの時点のカリキュラムについて記入すればよいか。 
 

【別紙様式４関係】 

Ｑ32. 別紙様式４はどのように公開すべきか。            
 

【手続き】 

Ｑ33. 新規認定に関する年間スケジュールはどうなっているか。 
Ｑ34. 認定の単位は「専門課程」か。 
Ｑ35. １つの学科に複数のコース等を置いている場合、どのように様式を作成するのか。 
Ｑ36. 新設学科の推薦は可能か。    
Ｑ37. 学校法人や専修学校の廃止及び統合を行った場合、学科の教育内容等に変更がないならば

推薦が可能か。 
Ｑ38. 在校生についても認定されれば「職業実践専門課程」での卒業が認められるのか。 
Ｑ39. 認定後、学校や学科の統廃合・分離等を行う場合、どのような手続きが必要か。 
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Ｑ40.  認定後、学科内でコースの設置・統廃合・分離等（以下、「設置等」という。）を行った場

合、引き続き職業実践専門課程の認定を受けられるのか。また、どのような手続きが必要か。 
Ｑ41. 認定後、カリキュラム等が大幅に変更となった場合、再度報告が必要なのか。 
Ｑ42. 職業実践専門課程の認定を受けた場合、学則に何らかの形で反映させる必要があるのか。 
Ｑ43. 職業実践専門課程の認定を受けた後の別紙様式４の提出スケジュールについて 

 

【その他】 

Ｑ44. 専門士、高度専門士と職業実践専門課程との制度連携はどのようになっているのか。  
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【「職業実践専門課程」制度の趣旨】 

 
Ｑ1. 現行の専門課程と「職業実践専門課程」との関係について。 
Ａ 「職業実践専門課程」は、現行の「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養

の向上を図ること」を目的とする専門課程のうち、「職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育

成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な

教育を行うもの」を認定するものです。 
従って、専修学校の専門課程、高等課程、一般課程の３課程の制度そのものの見直しを行う

ものではありません。  
なお、「これからの専修学校教育の振興のあり方について（報告）」（平成 29年 3月）におい

て、職業実践専門課程は、「教育の高度化と改革を目指す専門学校の取組」として新たに位置づ

けられました。 ［実施要項 2］ 

 
 
【第２条第２号関係：教育課程編成委員会等】 

 
Ｑ2. 教育課程編成委員会等の企業等委員の人数は何人が適当か。 
Ａ 教育課程編成委員会等は、推薦学科の専攻分野に関する企業等から委員が参画（対外的に当

該推薦学科の専攻分野に関連が深い企業等から委員を選任したことが、合理的に説明可能であ

ること。）し、当該専攻分野における実務に関する知見をいかした意見を踏まえた取組を行うこ

とが必要ですので、その目的に沿った適切な人数で構成してください。なお、教育課程編成委

員会等を学校が主体的に運営するため、原則として、学校から教育課程の編成の責任者又はそ

れに準ずる者（学校長、教務長、学科長など）が参画することが必要です。［記入要項 9~10 頁］ 
 

Ｑ3. 同じ専攻分野で昼間学科と夜間等学科がある場合、それらに共通の教育課程編成委員会等を

置くときには、企業等委員は何人必要か。 
Ａ 同じ専攻分野であっても、複数の学科に共通する教育課程編成委員会等を置く場合、記入要

項「教育課程編成委員会等の委員構成について」（11~13 頁）にあるとおり、「③実務に関する

知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員」が、それぞれの学科の専攻

分野に関する者として１人ずつ委員として参画することが必要です。 
従って、同じ専攻分野の昼間学科と夜間等学科に共通する教育課程編成委員会等を置く場合、

③の委員は２人以上必要となります。また、設置者が同一の複数の学校で複数の推薦学科の名

称が同一であったとしても、学校が異なれば別の学科として個別に認定することになるため、

推薦学科の数だけ③の委員が必要です。 ［記入要項 11~13 頁］ 
 

Ｑ4. 教育課程編成委員会等と学校関係者評価委員会の企業等委員は同一人物でもよいか。 
Ａ 両委員会の企業等委員が同一人物になる可能性はありますが、それぞれの委員会の役割等を

諸規程等において明確にし、企業等委員の理解も得た上で、それぞれの委員会を開催すること

が必要です。 ［報告書 5 頁］ 
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Ｑ5. 教育課程編成委員会等の企業等委員として兼任教員が参画することは可能か。 
Ａ 当該学校の教職員は、教育課程編成委員会等の企業等委員として参画することはできません

が、学校側の委員として参画することは可能です。ただし、授業科目を担当する教員（常勤・

非常勤の別を問わない。）以外の者で、企業等から派遣されて一時点のみ授業を行う等の外部講

師・特別講師等（例えば、実習・演習等の授業を行うために専攻分野に関する企業等から一時

的に派遣された役職員等の当該学校と雇用関係にない者。）は、企業等委員として参画すること

が可能です。 
 

Ｑ6. 教育課程編成委員会等や学校関係者評価委員会の同意書・承諾書はいつまでに必要か。 
Ａ 推薦を行う年度の前年度から推薦時点までの実績について推薦を行うことになっています

ので、それまでに、同意書・承諾書を取得したうえで、教育課程編成委員会等や学校関係者評

価委員会を開催していることが必要です。具体的には、教育課程編成委員会等や学校関係者評

価委員会の委員の就任期間と会議の開催日が整合していなければなりません。  ［記入要項

13 頁、15 項］ 
平成２８年度以降は、推薦を行う当初の段階からの添付資料としては提出を求めていません

が、審査の状況によっては提出を求めることがあります。各学校は、これらを保管し、求めら

れれば即時提出できるようにしておいてください。 
 
Ｑ7. 教育課程編成委員会等の諸規程等はいつまでに必要か。 
Ａ 推薦を行う年度の前年度から推薦時点までの実績について推薦を行うことになっています

ので、それまでに、「教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程」及び「教育課程編成委員

会等の規則」を整備し、それらに基づいて教育課程編成委員会等を開催等していることが必要

です。具体的には、「教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程」及び「教育課程編成委員

会等の規則」の制定日（施行日）と会議の開催日が整合していなければなりません。 
［実施要項 3（2）］［記入要項 13 頁、15 項］ 

 
Ｑ8. 「教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程」とはどのようなものを想定しているのか。 
Ａ 教育課程の編成における意思決定の過程に、教育課程編成委員会等が位置付けられているこ

とが定められているものを想定しています。 
この諸規程については、単独で定めるもの、又は各学校、専門課程、学科等における教務等

に関する諸規程の中で定めるものなどが考えられます。 ［実施要項 3（2）］［記入要項 11 頁］ 
 

Ｑ9. 「教育課程編成委員会等の開催頻度等」の実績はどのように解釈するのか。 
Ａ 推薦学科の教育活動上必要となる教育課程の編成に応じて教育課程編成委員会等を開催し

ており、少なくとも年２回以上開催（委員が参集せずに書面のみにより開催する場合は含みま

せん。）していることが必要です。 
よって、教育課程の編成の時期等に対応するために、年度をまたいで２回開催している場合

も、年２回以上開催しているものと見なします。この場合、推薦時点までに上記の開催実績を

満たしていることを証明するため、推薦を行う年度の前年度からの開催記録が必要になります。 
［実施要項 3（2）］［記入要項 13～14 頁］ 
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【第２条第３号関係：実習・演習等】 

 
Ｑ10. 協定書の締結や実習・演習等の実施は、いつまでに行う必要があるか。 
Ａ 推薦を行う年度の前年度から推薦時点までの実績について推薦を行うことになっています

ので、それまでに、協定書等を締結し、それに基づく実習・演習等を実施し終えていることが

必要です。従って、実習・演習等を実施中である場合や、実施予定である場合などは、認定要

件を満たしません。 
なお、授業科目の一部についてのみ企業等と連携している場合には、授業科目全体を実施し

終えている必要はありませんが、当該連携部分について、企業等と連携した生徒の学修成果の

評価まで終えていることが必要です。通年の科目については、別紙様式２－２の「実施期間」

の欄の記載において、企業等と連携した生徒の学修成果の評価まで終えていることが分かるよ

うにしてください。［実施要項 3（3）］［記入要項 17 頁］ 
 

Ｑ11. 教育課程編成委員会等及び学校関係者評価委員会では、兼任教員は企業等委員として参画

することができないが、兼任教員が実施する実習・演習等は企業等と連携した授業に該当する

か。 
Ａ 専攻分野に関する企業等の役職員として兼任教員が実施する実習・演習等は、連携内容等に

ついて認定要件を満たせば、企業等と連携した授業に該当します。しかし、専攻分野に関する

企業等の役職員である専任教員が実施する実習・演習等は、企業等と連携した授業に該当しま

せん。ただし、別途、企業等との協定書等を締結して連携を行っている場合に限り、企業等と

連携した授業に該当します。 
 

Ｑ12. 医療、福祉等の指定養成施設の場合、法令上既に定められているカリキュラム内容があるが、

企業等との連携が必要なのか。 
Ａ 医療、福祉等の指定養成施設における実習・演習等であっても、「職業実践専門課程」の認定

を申請するのであれば、企業等と協定書等を締結するなど、「職業実践専門課程」の認定要件を

満たす必要があります。なお、企業等には、病院、介護施設等の関係施設も含まれます。  
［実施要項 3（2）］ 

 
Ｑ13. 長期休暇を活用した実習・演習等で履修認定されないものであっても、認定要件を満た

すか。 

Ａ 企業等と連携して実施される実習・演習等では、単に実習・演習等を行うだけでなく、成績

評価や単位認定など学修成果の評価までを実施することが必要です。したがって、履修認定さ

れないものは認定要件を満たしません。 ［実施要項 3（3）］ 
 

Ｑ14. 学校に附属した実習施設や、設置者が同じだが学校とは独立した施設と連携した実習・演 
習等は認定要件を満たすか。 

Ａ 学校に附属した実習施設については、学校と独立したものではないため、企業等には該当せ

ず、認定要件を満たしません。しかし、学校に附属した実習施設において企業等から講師等を

招くなどの連携により実施する実習・演習等であれば、認定要件を満たします。（校内実習の

例） 
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また、設置者が同じだが学校とは独立した施設として、教育事業とは別に病院などの関係施

設を設置運営している場合などは、企業等に該当しますので、当該施設との協定書等の締結等

に基づいて実施する実習・演習等であれば、認定要件を満たします。 
 

Ｑ15. 実習・演習等において、企業等から派遣された講師等が授業を自ら直接実施しなくても認定

要件を満たすか。 
Ａ 企業等から派遣された講師等が授業を自ら直接実施することは必ずしも必要ではありませ

んが、実習・演習等の実施について企業等と連携することを認定要件としているため、企業等

の講師等が全く実習・演習等の実施に関与しない場合には、認定要件を満たしません。 
 ［実施要項 3（3）］ 

 
Ｑ16. 学科に在籍する全学生が実習・演習等を履修しなければならないか。 
Ａ 認定要件を満たす実習・演習等の授業科目は、必修科目又は選択必修科目（認定要件を満た

す実習・演習等の授業科目から選択する場合に限る。）として教育課程を編成し、当該学科の学

生が必ず、認定要件を満たす実習・演習等の授業科目のうちいずれかを履修するものでなけれ

ばなりません。また、学則等において、全生徒が企業等と連携した実習・演習等を履修するこ

とが客観的に分かるようにしておくことが必要です。 
 

Ｑ17. 企業等と協定書等を締結していても、個別の講師等とも契約等を締結する必要があるか。 
Ａ 企業等と協定書等を締結していれば、その協定書等に基づいて派遣等される講師等について、

個別に契約等を締結する必要はありません。 
一方で、企業等から派遣される講師と個別に契約等を締結しているだけでは、企業等と学校

の連携が組織的に行われていることが確認できませんので、企業等との協定書等は必要となり

ます。 
 

Ｑ18. 別途提出資料の協定書等や講師契約書等は、全ての企業等について提出する必要があるか。 
Ａ 連携する企業等の数が５つを超える場合は、「企業等との連携に関する協定書等や講師契約

書等」については、任意で主な５つを選択して提出してください。この場合、別途提出資料の

「実習・演習等において連携する企業等の概要」で選択する５つと同じ企業等を選択してくだ

さい。 
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【第２条第５号関係：教員の資質向上】 

 

Ｑ19. 指導力の修得・向上に関する研修のみを実施している場合も認定要件を満たすか。 
Ａ 専攻分野における実務に関する知識、技術、技能を修得・向上するための研修と、授業及び

生徒に対する指導力等を修得・向上するための研修の両方を組織的に行わなければなりません。 
なお、全教員に必ず両方の研修を受講させることを求めるものではありません。例えば、授

業評価等を通じ、いずれかの研修が必要な教員に研修機会を確保すること等を、諸規程に基づ

いて組織的に行っていることを求める場合も含まれるため、結果的に、一部の教員が研修を受

けないこともありえます。  
また、一部の教員のみが研修等を受講する場合には、その研修の成果が他の教員にも波及さ

れるこが期待されます。できるだけ多くの教員が研修を受けられることが制度の前提となりま

すので、その点に留意して参加者等を決定してください。       ［実施要項 3（5）］ 
 

Ｑ20. 「専修学校団体主催の研修会」などへの参加についても実績として含まれるか。 
Ａ 当該研修会の目的が、本号で求めている専攻分野における実務に関する知識等や、指導力等

の研修として実施されている場合は実績として含まれます。例えば、専修学校団体主催の研修

会でも、研修の趣旨次第では実績になります。誰が研修の実施主体かというよりも、研修の実

施目的や内容で判断することになります。文部科学省主催の会議や事業等に参加することにつ

いては、原則として実績としては認められません。 
ただし、当該研修会の受講が組織的に行われる研修であることを証明するため、推薦時にお

ける書類において、研修の内容や、諸規程における位置付け等を明確にすることが必要です。 
 

Ｑ21. 研修に関する諸規程はいつの時点で必要か。 
Ａ 推薦を行う年度の前年度から推薦時点までの実績について推薦を行うことになっています

ので、それまでに、諸規程を整備し、それに基づく研修を実施していることが必要です。具体

的には、研修に関する諸規程の制定日（施行日）と研修会の開催日が整合していなければなり

ません。なお、「研修等の実績」に関する書類は、推薦年度の前年度における実績であることが

必要です。 ［記入要項 18～19 頁］ 
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【第２条第６，７号関係：学校関係者評価】 

 

Ｑ22. 学校関係者評価は、全ての項目を公開しなければならないか。 
Ａ 学校関係者評価については、「専修学校における学校評価ガイドライン」を踏まえ、学校で行

った全ての評価項目についての評価結果を公表しなければなりません。 
また、評価活動の実施の事実関係や会議における企業等委員の発言の有無など、会議の開催

記録や議事録のような形式で公表するのではなく、自己評価の結果や改善方策等を踏まえて議

論し、取りまとめた具体的な評価結果を対外的に公開し、学校評価の客観性・信頼性を高める

ため、評価項目ごとに沿った報告書形式の資料を作成し、公開することが望まれます。 
なお、別紙様式１－１の４．（２）で示した項目のうち、（１）から（９）は評価の実施が必

要ですが、（１０）及び（１１）は評価の実施は任意です。 
 ［実施要項 3（6）］［記入要項 20 頁～21 頁］ 

 
Ｑ23. 「（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応」の、「学校が設定する

評価項目」は、どの程度記入すればよいか。 
Ａ 「専修学校における学校評価ガイドライン」を踏まえ、別紙様式１－１の４．（２）で示した

評価項目について、学校で評価項目を設定していることがわかるように、評価項目を例示して

記入してください。 
なお、別紙様式１－１の４．（２）で示した項目のうち、（１）から（９）は評価の実施が必

要ですが、（１０）及び（１１）は評価の実施は任意です。  ［記入要項 20~21 頁］ 
 

Ｑ24. 「職業実践専門課程」の認定においては、学校関係者評価の実施・公表は、努力義務ではな

く義務となるのか。 
Ａ 「職業実践専門課程」の認定要件として、企業等との連携による実践的な教育活動等を求め

る観点から、企業等から委員が参画した学校関係者評価の実施・公表を義務として求めていま

す。また、特に企業等から参画した委員の意見について、推薦学科の教育活動その他の学校運

営の改善等に活用することにより、ＰＤＣＡサイクルによる質保証・向上の取組を求めるもの

です。 ［実施要項 3（6）］［記入要項 20 頁～21 頁］ 
 

Ｑ25. 学校関係者評価委員会の企業等委員として兼任教員が参画することは可能か。 
Ａ 学校教育法施行規則第６７条（同規則第１８９条で専修学校に準用。）にあるとおり、学校関

係者は、当該学校の教職員を除くものとされています。 
従って、学校の教職員は、企業等委員としてのみならず、その他の委員としても、学校関係

者評価委員会の委員として参画することはできません。 
ただし、企業等から派遣されて一時点のみ授業を行う等の非常勤講師等（例えば、実習・演

習等の授業を行うために専攻分野に関する企業等から一時的に派遣された役職員等の当該学

校と雇用関係にない者。）は、企業等委員として参画することが可能です。 
 

Ｑ26. 学校関係者評価委員会の企業等委員は何人必要か。 
Ａ 学校関係者評価委員会は、推薦学科の専攻分野に関する企業等から委員が参画（対外的に当

該推薦学科の専攻分野に関連が深い企業等から委員を選任したことが、合理的に説明可能であ

ること。）し、当該専攻分野における実務に関する知見をいかして推薦学科の教育目標や教育環
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境等について評価し、その評価結果を教育活動及びその他の学校運営の改善にいかしていくこ

とが必要ですので、その目的に沿った適切な人数で構成してください。 
なお、複数の学科に共通する学校関係者評価委員会を置く場合には、前述の趣旨を踏まえて

いれば、必ずしも学科と同数の企業等委員が参画することを求めるものではありません。 
 ［記入要項 22 頁］ 

 
Ｑ27. 学校関係者評価委員会の企業等委員以外の委員についても、同意書及び承諾書が必要か。 
Ａ 学校関係者評価委員会の企業等委員以外の委員（保護者、地域住民等）については、同意書

及び承諾書を文部科学省へ提出する必要はありません。 
しかし、学校関係者評価委員会の委員名簿を文部科学省に提出することが必要であるととも

に、学校関係者評価委員会の全委員の氏名及び所属が公開されることからも、企業等委員以外

の委員（保護者、地域住民等）についても、その旨をご本人に承諾いただくなど、適切な手続

きをとることが望ましいと考えます。 
［実施要項 5(4)］［記入要項 23 頁］ 

 
 

【第２条第８号関係：情報提供】 

 
Ｑ28. 「（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応」の

「学校が設定する項目」は、どの程度記入すればよいか。 
Ａ 「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」を踏まえ、別紙様式１－１

の５．（２）で示した情報提供の項目について、学校で項目を設定していることがわかるように

記入してください。当該項目については、原則としてホームページで情報提供しなければなり

ません。同時にホームページでの情報提供にあっては、学校のトップページから当該情報提供

のページへ容易につながるなど誰でもアクセスしやすく、わかりやすい掲載の形式にすること

が望まれます。なお、ホームページがない場合に限り、企業等、卒業生、保護者、地域住民等

に対し、広報誌等の刊行物等により、広く情報が提供される方法で行わなければならないもの

とします。 
なお、別紙様式１－１の５．（２）で示した項目のうち、（１）から（９）は情報提供が必要

ですが、（１０）及び（１１）は情報提供は任意です。 
［実施要項 3（8）］［記入要項 24 頁］ 

 
Ｑ29. 財務情報の提供はどの程度まで行わなければならないか。 
Ａ 私立学校法第４７条に定める「財産目録等」を全てホームページで公開することは認定要件

となっていませんが、社会への説明責任を果たし、質保証・向上に取り組む観点から、学校教

育法第４３条の趣旨も踏まえ、財務諸表やその概要等について積極的な情報提供を行わなけれ

ばなりません。 
 
 

【別紙様式１－１関係】 

Ｑ30. 学校関係者評価委員会の企業等委員以外の委員についても、氏名や所属の公開が必要か。 
Ａ 学校関係者評価委員会の企業等委員以外の委員も含めた全委員について、氏名や所属を公開

することが必要です。このため、企業等委員以外の委員についても、その旨をご本人に承諾い

ただくなど、適切な手続きをとることが望ましいと考えます。 
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【別紙様式１－２関係】 

 

Ｑ31. 別紙様式１－２はいつの時点のカリキュラムについて記入すればよいか。 
Ａ 別紙様式１－２は、推薦時点におけるカリキュラムについて記入してください。推薦年度の

次年度よりカリキュラムを改正する場合でも、推薦時点において実施しているカリキュラムに

ついて記入してください。 
なお、１年生と２年生でカリキュラムが違うような場合には、最新のカリキュラム（１年生

のもの）を記入してください。 
他の様式（別紙様式２－１等）と授業科目名等が異なる場合には、その旨を様式に注記した

り別紙により説明する等してください。 
 
 
【別紙様式４関係】 

 
Ｑ32. 別紙様式４はどのように公開すべきか。 
Ａ 上記（Ｑ28 のＡ）に回答の通り、原則としてホームページにおいて、学校のトップページか

ら容易にアクセスできるよう、わかりやすいところに、印刷可能な形で、各学科ごとに掲載し

てください（複数学科を設置する学校であっても、複数の別紙様式４をまとめて掲載するので

はなく、各学科ごとに参照できる形式としてください。） 
 
 
【手続き】 

 

Ｑ33. 新規認定に関する年間スケジュールはどうなっているか。 
Ａ 平成 29 年度以降の年間スケジュールは次のとおりです。 
   ・都道府県知事等から文科省への最終推薦期限・・・・・毎年 10 月 31 日 
   ・認定及び公示・・・・・・・・・・・・・・・・・・原則として毎年 2 月 

［実施要項 5－（3）］ 
 
Ｑ34. 認定の単位は「専門課程」か。 
Ａ 「職業実践専門課程」の認定は、当該専攻分野の特色を踏まえた実践的かつ専門的な教育活

動を認定し奨励するものとして「学科」単位で行います。 
 

Ｑ35 １つの学科に複数のコース等を置いている場合、どのように様式を作成するのか。 
Ａ １つの学科に複数のコース等を置いている場合、コース毎にそれぞれ別紙様式１－１から別

紙様式４を作成してください。「学科」単位で認定するため、１つでも認定要件を満たさないコ

ース等がある場合には、学科全体として認定されません。 
別紙様式の記入にあたっては、「○○学科（△△コース）」のように記入してください。「生徒

総定員」「生徒実員」「専任教員数」「兼任教員数」「総教員数」「就職率」等については、コース

毎の人数等を記入してください。コース毎に生徒定員を設定していない場合には、「○人の内

数」と記入してください。（○人は、学科の「生徒総定員数」です。） 
なお、別途提出資料については、同一資料を複数提出する必要はありませんので、どの資料

がどの様式に対応した別途提出資料なのかわかるようにして提出してください。 
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Ｑ36. 新設学科の推薦は可能か。 
Ａ 認定要件については、当該学科における実績に基づいて推薦いただくため、新学科が設置さ

れた時点での推薦は認めておらず、実施要項においては、初めて当該課程の修了者が出た年度

の次年度より、推薦の対象となる旨を明記しています。［実施要項 6－（1）］ 
 

Ｑ37. 学校法人や専修学校の廃止及び統合を行った場合、学科の教育内容等に変更がないならば

推薦が可能か。 
Ａ 都道府県知事等において当該学科を廃止・新設としておらず、当該学科の卒業生が出てい

れば推薦が可能です。 
 

Ｑ38. 在校生についても認定されれば「職業実践専門課程」での卒業が認められるのか。 
Ａ 申請時点の在校生については「職業実践専門課程」での卒業としては認められません。認定

要件を満たす課程（学科）として認定された後から「職業実践専門課程」の組織としての教育

活動が認められることを前提としていますので、仮に令和２年度から「職業実践専門課程」が

開始した場合、令和２年度に入学する生徒から、「職業実践専門課程」の生徒として認められま

す。［実施要項 6－（2）］ 
 

Ｑ39. 認定後、学校や学科の統合・分離を行った場合、どのような手続きが必要か。 
Ａ 学校や学科の統合・分離等を行う場合、既に認定されている学科の認定要件に係る体制やカ

リキュラム等を引き継いだ学科においては、「名称変更」として手続きすることが可能です。（A
校を廃校にして B 校に A 校の学科を引き継ぐ場合や、C 学科を D 学科と E 学科に分離する場

合などが想定される。）  
ただし、学校や学科の統合・分離によって、認定要件を満たさなくなったり、認定を受けた

学科の設置目的等に照らし、同等の学科といえなくなったりする場合には、引き続き認定する

ことはできませんので、一度取下げのうえ、学科として認定要件を満たした後に、改めて申請

の手続きが必要です。 
名称変更の手続きか、廃止及び新規設置の手続きをとるかについては、学校や都道府県知事

等における整理を踏まえて御判断ください。 
 
 
 
Ａ 既に認定されている学科にコースの設置等を行った場合、当該コースが完成年度を迎える前

であっても、当該コース等も含めて学科全体で認定要件を満たしており、当該コース等が学科

の設置目的に沿っている場合には、引き続き職業実践専門課程となることができます。 
コース等の設置等を行った場合、当該コース等を含めた既認定学科の別紙様式４「職業実践

専門課程の基本情報」を文部科学省へ提出するとともに、学校のホームページに掲載し、広く

関係者への情報提供を行う必要があります。 
ただし、職業実践専門課程は「学科」単位で認定するため、１つでも認定要件を満たさない

コース等がある場合には、学科全体として、引き続き認定することはできませんので、一度取

下げのうえ、コースも含め、学科全体として認定要件を満たした後に、改めて申請の手続きが

Ｑ40. 認定後、学科内でコース等の設置・統合・分離（以下、「設置等」という。）を行った場合、

引き続き職業実践専門課程の認定を受けられるのか。また、どのような手続きが必要か。 
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必要です。 
なお、設置等を伴わないコース名の変更や一部コースの廃止のみによって、別紙様式４の提

出等の手続きは必要ありませんが、学校や学科全体を廃止するなど、公示内容に変更がある場

合には、所定の手続きを行ってください。 
 

Ｑ41. 認定後、カリキュラム等が大幅に変更となった場合、再度報告が必要なのか。 
Ａ 現時点では、カリキュラム自体を変更することをもって文部科学省に報告いただくことは想

定していませんが、推薦時に提出するとともに学校のホームページに掲載する別紙様式４ 

「職業実践専門課程の基本情報」を更新し、広く関係者への情報提供を行わなければなりませ

ん。 ［実施要項 6－（4）］ 
 

 
Ａ 「職業実践専門課程」の認定を受けるために必ずしも学則の変更を求めるものではなく、都

道府県知事等が認可若しくは受理した最新の学則をもって推薦することとなります。 
また、「職業実践専門課程」の認定を受けたことによって、学則の変更を生じるものではあり

ません。 
 

Ｑ43. 職業実践専門課程の認定を受けた後の、別紙様式４の提出スケジュールについて  

Ａ 「職業実践専門課程」の認定を受けた学科の別紙様式４については、認定後も引き続き認定

要件を満たしているかどうかを確認するため、認定を受けた年度の３年後の 10月 31日までに

都道府県知事等に学校側から提出することを義務付けています。例えば、令和 4年年 3月 31日

に認定された学科については、令和 7年 10月 31日までに都道府県知事等に提出する必要があ

ります。提出する別紙様式４については、原則提出する年度の７月末の情報に更新してくださ

い。 

 

 

【その他】 

 

Ｑ44. 専門士、高度専門士と職業実践専門課程との制度連携はどのようになっているのか。 
Ａ 専門士、高度専門士について、「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関

する規程」の改正（令和４年７月２８日）により、令和４年度の推薦から職業実践専門課程の

認定要件として、専門士、高度専門士であることが追加されました。（令和３年度までに職業実

践専門課程の認定を受けており、専門士、高度専門士の認定を受けていない学科は、令和８年

３月３１日までに「専門士又は高度専門士」と称することができる課程として認定を受ける必

要がある。）また、「職業実践専門課程」の推薦と専門士、高度専門士の推薦は別の手続きが必

要です。なお、別紙様式１－１に専門士、高度専門士の付与状況を記入する欄を設けています。  
 

Ｑ42. 職業実践専門課程の認定を受けた場合、学則に何らかの形で反映させる必要があるのか。 



（一覧表様式１）

都道府県：
担当者名：
電　　話：
合　　計：　　校，　　　学科，　　コース

都道府県 設置者 専修学校名 課程名 昼夜の別 修業年限 コース 分野 既認定校
○○県 学校法人○○学園 ○○専門学校 ○○専門課程　○○科 昼間 二年 － 工業

○○専門課程　○○科 昼間 二年及び三
年

○○コース、○○コース 農業

職業実践専門課程申請校一覧　[推薦]

記入上の注意点
○認定不可とした課程のセルを最小化するのではなく、削除してください。
○既に認定されている課程を誤って記載しないようにしてください。
○別紙様式１の記載事項と異なることのないようにしてください。

別添５



（一覧表様式２）

都道府県：
担当者名：
電　　話：
合　　計：　　校，　　　学科

令和○年○月○日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名
昼夜
の別

修業年限 専 修 学 校 名 課　程　名
昼夜
の別

修業年限

○○県 ○○専門学校 ○○専門課程　○○学
科

昼間 二年及び
三年

○○専門学校 ○○専門課程　○○学
科

昼間 二年及び
三年

令和　年　　月
日以降に第一学年
に入学する者に係
る課程から適用す
る。

○○専門課程　○○学
科

夜間 二年及び
三年

○○専門学校 ○○専門課程　○○学
科

夜間 二年及び
三年

令和○年○月○日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名
昼夜
の別

修業年限 専 修 学 校 名 課　程　名
昼夜
の別

修業年限

○○県 ○○専門学校 ○○専門課程　○○学
科

昼間 二年及び
年

○○専門学校 ○○専門課程　○○学
科

昼間 二年及び
年○○専門課程　○○学

科
夜間 二年及び

三年
○○専門学校 ○○専門課程　○○学

科
夜間 二年及び

三年

記入上の注意点
○記入例や不要な行は削除してください。
○変更前は、既に告示されている情報を正確に記載してください。
○学年進行の場合、備考欄にその旨記載してください。
○別紙様式５の記載事項と異なることのないようにしてください。

備考

備考

職業実践専門課程申請校一覧　[名称等変更]

変更前 変更後
都道府県

都道府県
変更前 変更後



（一覧表様式３）

都道府県：
担当者名：
電　　話：
合　　計：　　校，　　　学科

令和○年○月○日から廃止されたもの
都道府県 設置者 専修学校名 課程名 昼夜の別 修業年限
○○県 学校法人○○学園 ○○専門学校 ○○専門課程　○○科 昼間 二年

○○専門課程　○○科 昼間 二年及び三
年

令和○年○月○日から要件に該当しなくなったもの
都道府県 設置者 専修学校名 課程名 昼夜の別 修業年限
○○県 学校法人○○学園 ○○専門学校 ○○専門課程　○○科 昼間 二年

○○専門課程　○○科 昼間 二年及び三
年

職業実践専門課程申請校一覧　[取り消し]

記入上の注意点
○記入例や不要な行は削除してください。
○既に告示されている情報を正確に記載してください。
○別紙様式６、７の記載事項と異なることのないようにしてください。



（一覧表様式４）

職業実践専門課程申請校一覧　[コースの設置等]

都道府県：
担当者名：
電　　話：
合　　計：　　校，　　　学科

都道府県 設置者 専修学校名 課程名 昼夜の別 修業年限 新設・統合・分離コース名（旧コース名） 手続き 手続きの日付
○○県 ○○専門学校 ○○専門課程　○○科 昼間 二年 ○○コース 新設 R7.4.1

××専門学校 ○○専門課程　××科 昼間 三年 ××コース（旧　□□コース、■■コース） 統合 R7.4.1
△△専門学校 ○○専門課程　△△科 昼間 二年 ▲▲コース、●●コース（旧　△△コース） 分離 R7.4.1

学校法人○○学園

記入上の注意点
○B列（都道府県）～G列（修業年限）は、既に認定されている学科の情報を正確に記載すること。
○H列（新設・統合・分離コース名（旧コース名））は、既に認定されている学科に新しく新設・統合・分離したコース名を記載してください。（　）には、当該コースの旧コース名を記載してください。
○J列（手続きの日付）には、当該コースを設置・統合・分離した日付を記載すること。
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